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お
わ
り
に

は
じ
め
に

ド
イ
ツ
の
歴
史
は
連
邦
制
史
で
あ
る
。
一
九
三
三
年
か
ら
一
九
四
五
年
の
ナ
チ
ス
体
制
（
単
一
国
家
）
を
例
外
と
し
て
、
ド
イ
ツ
第

二
帝
制
（
一
八
七
一
年

－

一
九
一
八
年
）、
ワ
イ
マ
ー
ル
共
和
制
（
一
九
一
九
年

－

一
九
三
三
年
）、
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
は
い
ず
れ
も

連
邦
国
家
で
あ
る
。

ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
の
連
邦
制
は
一
九
四
九
年
の
基
本
法
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
、
そ
の
後
、
主
に
一
九
五
五
年
、
一
九
六
九
年
、
二

〇
〇
六
年
の
改
革
を
経
て
今
日
に
至
っ
て
い
る
。
本
稿
の
課
題
は
、
経
路
依
存
の
視
点
か
ら
ド
イ
ツ
連
邦
制
史
を
た
ど
り
な
が
ら
、
戦

後
連
邦
制
の
起
点
を
な
す
一
九
四
九
年
連
邦
制
の
歴
史
的
位
置
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る(((
。

さ
て
、
歴
史
的
制
度
論
と
経
路
依
存
論
に
基
づ
き
ド
イ
ツ
連
邦
制
に
関
す
る
幾
つ
か
の
論
考
を
著
し
て
き
た
の
が
レ
ー
ム
ブ
ル
ッ
フ

（G
erhard Lehm

bruch

）
で
あ
る
。
彼
は
、
他
の
論
者
の
ド
イ
ツ
連
邦
制
論
と
異
な
っ
て
、
経
路
依
存
性
の
視
点
を
き
わ
め
て
明
確
に

し
て
い
る
（Lehm
bruch 2001, 2004; 

レ
ー
ム
ブ
ル
ッ
フ 2004
）
(((

。
彼
は
第
一
に
、
ド
イ
ツ
連
邦
制
の
制
度
特
質
が
い
か
な
る
も
の
で

あ
り
、
な
ぜ
そ
う
し
た
特
質
が
形
成
さ
れ
た
か
を
第
二
帝
制
な
ら
び
に
そ
れ
に
先
行
す
る
近
代
官
僚
国
家
の
形
成
と
の
関
わ
り
で
解
明

し
た
。
第
二
に
、
連
邦
制
の
歴
史
的
な
連
続
性
な
い
し
は
継
承
性
を
捉
え
、
そ
う
し
た
連
続
性
・
継
承
性
の
歴
史
的
根
拠
・
由
来
を
明

ら
か
に
し
た
。
第
三
に
、
連
邦
制
度
の
形
成
・
連
続
・
変
容
が
現
れ
る
時
点
は
﹁
決
定
的
転
換
点
（critical juncture

）」
で
あ
る
と
の

見
方
に
た
っ
て
、
制
度
論
に
タ
イ
ミ
ン
グ
の
問
題
を
組
み
込
ん
で
連
邦
制
を
論
じ
た
。
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と
こ
ろ
で
経
路
依
存
論
は
歴
史
的
制
度
論
の
理
論
枠
組
み
の
一
環
で
あ
る
。
歴
史
的
制
度
論
の
論
客
ピ
ア
ソ
ン
（Paul Pierson

）

は
、﹁
政
治
に
お
け
る
時
間
の
役
割
を
明
確
に
す
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
の
歴
史
的
制
度
論
を
﹁
補
強
」
す
る
立
場
か
ら
論

陣
を
張
っ
て
い
る
（Pierson, 

邦
訳 11

）。
本
稿
に
と
っ
て
彼
の
議
論
で
示
唆
的
な
の
は
次
の
点
で
あ
る
。
第
一
に
、﹁
事
象
を
時
間
的

推
移
や
長
期
的
過
程
の
一
部
と
し
て
系
統
的
に
位
置
づ
け
る
」（Pierson, 

邦
訳 2

）
視
点
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
長
期
の
時
間
的
過
程

と
い
う
観
点
に
立
つ
と
、
ド
イ
ツ
連
邦
制
の
特
質
が
見
え
て
く
る
。
ド
イ
ツ
連
邦
制
史
に
は
、
制
度
形
態
と
制
度
理
念
の
う
え
で
連
続

性
・
継
承
性
・
断
絶
性
が
あ
る
。
制
度
形
態
・
制
度
理
念
に
お
け
る
連
続
性
も
あ
れ
ば
断
絶
性
も
あ
る
。
ま
た
制
度
形
態
の
断
絶
は
制

度
理
念
の
断
絶
を
意
味
す
る
と
は
限
ら
な
い
。
こ
う
し
た
連
邦
制
経
路
の
単
線
性
と
複
線
性
は
、
制
度
を
時
間
の
な
か
に
お
く
こ
と
に

よ
っ
て
明
ら
か
に
な
る(((
。

第
二
に
、﹁
タ
イ
ミ
ン
グ
と
配
列
の
役
割
」
の
重
要
性
で
あ
る
。
ピ
ア
ソ
ン
に
よ
れ
ば
、﹁
経
路
依
存
過
程
に
お
い
て
は
、
事
象
が
い

つ
生
じ
る
か
が
重
要
で
あ
る
」（Pierson, 
邦
訳 56

）。
こ
の
観
点
は
、
ド
イ
ツ
連
邦
主
義
が
な
ぜ
あ
る
時
点
で
、
な
ぜ
特
定
の
形
で
現

れ
た
か
を
考
え
る
手
が
か
り
と
な
る
。
ド
イ
ツ
連
邦
制
が
固
有
の
性
格
を
有
す
る
背
景
に
は
、
連
邦
制
の
形
成
・
展
開
の
タ
イ
ミ
ン
グ

な
ら
び
に
そ
の
タ
イ
ミ
ン
グ
に
お
け
る
国
家
・
政
治
・
社
会
状
況
が
あ
る
。
あ
る
時
点
で
の
状
況
が
政
治
主
体
の
権
力
関
心
と
統
合
関

心
に
作
用
し
、
制
度
対
応
と
し
て
連
邦
制
が
特
定
の
か
た
ち
を
備
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
タ
イ
ミ
ン
グ
の
視
点
も
ま
た
連
邦
制
形
成
の

因
果
関
係
分
析
に
不
可
欠
で
あ
る
。

第
三
に
、﹁
自
己
強
化
過
程
」
の
視
点
で
あ
る
。
ピ
ア
ソ
ン
は
、﹁
ひ
と
た
び
た
び
特
定
の
経
路
が
定
ま
れ
ば
、
自
己
強
化
過
程
か

ら
方
向
転
換
す
る
こ
と
は
非
常
に
難
し
く
な
る
」（Pierson, 

邦
訳 13
）
と
指
摘
す
る
。
ド
イ
ツ
の
歴
史
は
、
三
月
革
命
、
第
二
帝
制
、

ワ
イ
マ
ー
ル
共
和
制
、
ナ
チ
ス
独
裁
制
、
占
領
体
制
、
そ
し
て
連
邦
共
和
国
と
変
転
し
た
。
こ
う
し
た
歴
史
過
程
は
政
治
体
制
の
構
造

転
換
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
歴
史
的
性
格
の
変
化
で
も
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
大
き
く
見
れ
ば
一
八
七
一
年
の
ド
イ
ツ
帝
国
の
創
建
以
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来
、
い
っ
た
ん
形
成
さ
れ
た
連
邦
制
の
編
成
様
式
に
は
全
体
的
か
つ
原
理
的
な
転
換
は
な
い
。
そ
の
理
由
は
自
己
強
化
過
程
概
念
で
理

解
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

第
四
に
、
制
度
形
成
に
お
け
る
選
択
肢
の
問
題
で
あ
る
（Pierson, 

邦
訳 20

）。
ピ
ア
ソ
ン
に
よ
れ
ば
、﹁
ひ
と
た
び
自
己
強
化
過
程

が
始
ま
れ
ば
、
選
択
肢
の
幅
が
狭
ま
っ
て
い
く
」（Pierson, 

邦
訳 65

）。
幾
つ
か
の
選
択
肢
の
う
ち
あ
る
選
択
肢
を
失
わ
せ
、
特
定
の

も
の
を
選
択
す
る
結
果
に
な
る
。
ド
イ
ツ
の
連
邦
制
は
あ
る
特
定
の
制
度
方
向
に
一
直
線
に
展
開
し
た
の
で
は
な
い
。
連
邦
制
を
め

ぐ
っ
て
複
数
の
選
択
肢
が
ぶ
つ
か
り
合
い
、
そ
れ
だ
け
連
邦
制
の
あ
り
方
は
論
争
的
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
選
択
の
幅
は
単
一
国
家
か

連
邦
国
家
と
い
う
国
家
形
態
の
選
択
を
含
め
た
広
い
も
の
で
は
な
く
、
連
邦
制
の
土
俵
の
う
え
で
、
し
か
も
歴
史
的
な
経
路
か
ら
逸
脱

し
な
い
範
囲
の
も
の
で
あ
っ
た
。
自
己
強
化
過
程
に
お
け
る
選
択
肢
の
制
約
と
い
う
視
点
も
示
唆
的
で
あ
る
。

本
稿
は
ピ
ア
ソ
ン
の
経
路
依
存
論
を
こ
の
よ
う
に
理
解
し
た
う
え
で
、
主
と
し
て
レ
ー
ム
ブ
ル
ッ
フ
の
所
説
か
ら
示
唆
を
得
な
が

ら
、
以
下
の
観
点
で
一
九
世
紀
中
葉
以
降
の
ド
イ
ツ
連
邦
制
史
を
鳥
瞰
す
る
。
第
一
に
、
機
能
分
割
、
意
思
決
定
、
税
財
政
、
調
整
・

協
調
関
係
と
い
っ
た
四
つ
の
制
度
レ
ベ
ル
で
連
邦
制
を
捉
え
る
。
第
二
に
、
連
邦
制
を
制
度
的
連
邦
制
と
非
制
度
的
連
邦
制
の
双
方
に

注
目
し
て
考
察
す
る
。
前
者
は
法
制
化
さ
れ
た
連
邦
制
の
組
織
で
あ
り
、
後
者
は
法
制
化
さ
れ
て
い
な
い
が
連
邦
制
の
制
度
枠
組
み
を

機
能
さ
せ
る
た
め
の
連
邦
と
連
邦
構
成
体
の
間
、
な
い
し
は
連
邦
構
成
体
間
の
関
係
の
あ
り
方
で
あ
る
。
第
三
に
、
制
度
を
制
度
形
態

と
制
度
理
念
か
ら
捉
え
、
歴
史
的
な
経
路
の
な
か
で
制
度
の
連
続
性
、
断
絶
性
、
継
承
性
の
相
互
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
。

さ
て
、
一
九
四
九
年
の
基
本
法
が
﹁
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
は
、
民
主
的
で
社
会
的
な
連
邦
国
家
で
あ
る
」（
第
二
〇
条
）
と
謳
っ
た

よ
う
に
、
連
邦
制
は
ド
イ
ツ
戦
後
民
主
主
義
体
制
の
根
幹
で
あ
る
。
従
来
、
ド
イ
ツ
戦
後
連
邦
制
は
﹁
協
調
的
連
邦
制
（kooperativer 

Föderalism
us

）」、﹁
単
一
的
連
邦
制
（unitarischer Föderalism

us

）」、﹁
執
行
連
邦
制
（exekutiver Föderalism

us

）」、﹁
結
合
連
邦

制
（Verbundföderalism

us

）」
な
ど
と
称
さ
れ
て
き
た
が
、
そ
の
特
徴
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
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第
一
に
、
連
邦
と
州
が
そ
れ
ぞ
れ
主
権
的
存
在
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
単
一
国
家
の
主
権
一
元
体
制
と
は
異
な
る
主
権
分
有
型
連
邦

制
で
あ
る
。
第
二
に
、
立
法
権
限
が
連
邦
に
、
執
行
権
限
が
州
に
帰
属
す
る
機
能
分
離
型
連
邦
制
で
あ
る
。
第
三
に
、
州
の
独
自
性
・

多
様
性
を
維
持
し
な
が
ら
も
、
連
邦
全
体
の
統
一
性
・
単
一
性
を
志
向
す
る
単
一
型
連
邦
制
で
あ
る
。
第
四
に
、
州
政
府
代
表
で
構
成

さ
れ
る
連
邦
参
議
院
が
連
邦
法
の
制
定
に
参
画
す
る
立
法
協
働
型
連
邦
制
で
あ
る
。
第
五
に
、
連
邦
と
州
、
州
と
州
の
間
の
協
調
関
係

が
公
式
的
か
つ
非
公
式
的
な
多
層
的
制
度
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
る
協
調
型
連
邦
制
で
あ
る
。
第
六
に
、
連
邦
と
州
の
共

同
事
務
、
共
同
税
、
そ
し
て
垂
直
的
・
水
平
的
財
政
調
整
シ
ス
テ
ム
を
備
え
た
政
治
結
節
型
連
邦
制
で
あ
る
。

で
は
、
経
路
依
存
の
視
点
か
ら
眺
め
る
と
、
ド
イ
ツ
連
邦
制
は
歴
史
的
に
い
か
に
展
開
し
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
以
下
、
ま
ず
は

近
年
の
連
邦
制
研
究
の
動
向
を
瞥
見
し
た
う
え
で
、
一
九
四
九
年
の
基
本
法
に
体
現
さ
れ
た
戦
後
連
邦
制
の
形
成
過
程
の
特
徴
を
捉

え
、
次
い
で
権
限
関
係
、
意
思
決
定
、
税
財
政
、
協
調
関
係
に
お
け
る
経
路
依
存
性
を
検
出
し
た
い
。

注
⑴　

本
稿
は
、
主
と
し
て
一
九
世
紀
中
葉
か
ら
戦
後
ド
イ
ツ
連
邦
制
の
基
本
構
造
が
確
立
す
る
一
九
六
九
年
の
財
政
改
革
ま
で
を
対
象
と
す
る
。
一
九

九
〇
年
の
ド
イ
ツ
統
一
な
ら
び
に
二
〇
〇
六
年
の
基
本
法
改
正
に
よ
る
連
邦
制
の
変
容
に
つ
い
て
は
、
機
会
を
改
め
て
論
じ
た
い
。

⑵　

レ
ー
ム
ブ
ル
ッ
フ
に
は
、
政
治
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
と
歴
史
学
を
接
合
す
る
姿
勢
が
顕
著
で
あ
る
。
た
だ
し
彼
の
経
路
依
存
的
ド
イ
ツ
連
邦
制
論
に

は
、
占
領
体
制
の
﹁
原
連
邦
制
」、
連
邦
制
形
成
の
言
説
、
政
治
主
体
間
の
連
邦
制
選
択
肢
間
対
抗
と
い
っ
た
問
題
は
必
ず
し
も
十
分
に
は
組
み
込

ま
れ
て
い
な
い
。

⑶　

本
稿
は
、
連
邦
制
の
制
度
形
態
と
制
度
理
念
に
注
目
し
な
が
ら
、
制
度
連
続
、
制
度
断
絶
、
制
度
継
承
を
検
証
す
る
。
ピ
ア
ソ
ン
の
﹁
自
己
強
化

過
程
」
は
、
単
に
制
度
の
連
続
性
・
持
続
性
を
意
味
す
る
の
で
は
な
く
、
状
況
の
変
化
へ
の
対
応
性
と
適
合
性
を
伴
う
制
度
化
で
あ
る
。
本
稿
の
連
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邦
制
度
理
解
に
と
っ
て
﹁
自
己
強
化
過
程
」
の
視
点
は
示
唆
的
で
あ
る
。

　

Ⅰ　

連
邦
制
論
の
位
相
と
ド
イ
ツ

１　

連
邦
制
の
概
念
と
新
動
向

連
邦
制
と
は
何
か
。
ダ
ー
ル
（R

obert D
ahl

）
に
よ
れ
ば
、
連
邦
主
義
と
は
﹁
幾
つ
か
の
業
務
が
、
排
他
的
に
一
定
の
ロ
ー
カ
ル
な

単
位
（
カ
ン
ト
ン
、
州
、
プ
ロ
ヴ
ィ
ン
ス
）
の
権
限
内
に
あ
り
、
そ
し
て
そ
れ
ら
が
憲
法
上
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
政
府
の
権
限
の
範
囲
外
に

あ
る
よ
う
な
シ
ス
テ
ム
」
で
あ
り
、﹁
一
定
の
そ
の
他
の
業
務
が
憲
法
上
、
よ
り
小
さ
な
単
位
の
権
限
の
範
囲
外
に
あ
る
よ
う
な
シ
ス

テ
ム
」
で
あ
る
（D

ahl, 114

）。
つ
ま
り
、
排
他
的
な
権
限
が
ロ
ー
カ
ル
な
単
位
と
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
単
位
の
間
で
分
割
さ
れ
て
い
る
の

が
連
邦
制
で
あ
る
。
ダ
ー
ル
に
基
づ
け
ば
、
連
邦
制
と
異
な
る
﹁
単
一
的
シ
ス
テ
ム
」
で
は
、﹁
す
べ
て
の
ロ
ー
カ
ル
な
単
位
は
、
ナ

シ
ョ
ナ
ル
な
議
会
の
単
な
る
創
造
物
で
あ
り
、
少
な
く
と
も
原
則
的
に
は
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
議
会
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
に
ま
っ
た
く
従
う
」

シ
ス
テ
ム
で
あ
る
（D

ahl, 116

）。
ま
た
レ
イ
プ
ハ
ル
ト
（A

rend  Lijphart

）
に
よ
れ
ば
、
連
邦
制
の
主
た
る
特
徴
は
﹁
中
央
政
府
と

地
域
政
府
の
間
の
権
力
分
割
の
保
障
」（Lijphart, 502

）
に
あ
り
、
ラ
イ
カ
ー
（W

illiam
 R

iker

）
に
よ
れ
ば
﹁
連
邦
制
と
は
、
地
域

政
府
と
中
央
政
府
の
間
で
政
府
活
動
が
分
割
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
政
府
が
幾
つ
か
の
活
動
に
つ
い
て
最
終
決
定
す
る
政
治
組
織
で
あ

る
」（Lijphart, 502

）。
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こ
の
よ
う
に
連
邦
国
家
は
単
一
国
家
に
対
比
さ
れ
る
が
、
単
一
国
家
で
は
立
法
権
が
国
会
に
あ
り
、
地
方
政
府
は
中
央
の
立
法
権

の
枠
内
で
限
定
的
な
立
法
権
を
有
す
る
と
と
も
に
国
会
法
の
規
定
内
で
執
行
す
る
。
単
一
国
家
に
は
主
権
分
割
と
立
法
権
分
割
は
な

い
。
こ
れ
に
対
し
て
連
邦
国
家
で
は
、
マ
ウ
ラ
ー
（H

artm
ut M

aurer

）
や
ヴ
ィ
ル
ム
ス
（H

einrich W
ilm

s

）
が
言
う
よ
う
に
、
連
邦

の
み
な
ら
ず
そ
の
構
成
体
も
﹁
国
家
的
性
格
」
を
有
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
連
邦
国
家
に
は
﹁
二
重
の
国
家
性
」
が
あ
る
（M

aurer 

2007, 284; W
ilm

s 2007, 78

）。 

以
上
の
よ
う
に
定
義
さ
れ
る
連
邦
制
を
め
ぐ
っ
て
、
近
年
新
た
な
研
究
動
向
が
現
れ
て
い
る
（Linz 1999; Stepan 2001, 2005, 

2011

）。
第
一
に
、﹁
多
民
族
国
家
に
お
け
る
連
邦
主
義
と
民
主
主
義
」
と
い
う
問
題
設
定
で
あ
る
。
一
九
九
〇
年
代
以
降
の
地
域
紛

争
・
民
族
紛
争
や
民
主
化
を
視
野
に
入
れ
、
多
民
族
・
多
言
語
・
多
文
化
を
擁
す
る
国
家
の
安
定
的
な
民
主
主
義
体
制
に
と
っ
て
連
邦

制
が
有
す
る
積
極
的
意
義
を
見
出
そ
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

第
二
に
、
ア
メ
リ
カ
型
連
邦
主
義
モ
デ
ル
の
相
対
化
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
を
連
邦
制
の
モ
デ
ル
と
し
て
き
た
こ
れ
ま
で
の
見
方
を
批

判
し
、
む
し
ろ
ス
ペ
イ
ン
、
ベ
ル
ギ
ー
、
カ
ナ
ダ
、
イ
ン
ド
の
連
邦
制
の
な
か
に
示
唆
を
汲
み
と
る
べ
き
と
の
主
張
で
あ
る
。
モ
デ
ル

と
し
て
の
ア
メ
リ
カ
連
邦
制
か
ら
脱
却
し
、
多
民
族
・
多
文
化
型
連
邦
国
家
モ
デ
ル
へ
の
視
座
の
転
換
が
提
起
さ
れ
て
い
る
。

第
三
は
、
ラ
イ
カ
ー
の
連
邦
制
論
に
対
す
る
批
判
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
連
邦
制
を
連
邦
制
の
モ
デ
ル
な
い
し
は
典
型
と
位
置
づ
け
た

ラ
イ
カ
ー
は
、
連
邦
主
義
に
関
す
る
政
治
学
研
究
の
な
か
で
も
っ
と
も
影
響
力
が
あ
る
と
さ
れ
て
き
た
。
ア
メ
リ
カ
連
邦
制
は
多
民
族

間
の
調
整
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
し
て
設
計
さ
れ
な
か
っ
た
だ
け
に
、
こ
う
し
た
ア
メ
リ
カ
連
邦
制
を
モ
デ
ル
視
す
る
ラ
イ
カ
ー
の
所
説
は
、

今
日
の
多
民
族
・
多
文
化
型
民
主
的
連
邦
制
を
構
想
す
る
う
え
で
は
有
効
性
を
失
っ
た
と
評
価
さ
れ
て
い
る(((
（Stepan 2001, 317

）。

以
上
の
よ
う
な
新
し
い
連
邦
制
論
を
近
年
、
活
発
に
展
開
し
て
い
る
の
が
リ
ン
ス
（Juan J. Linz

）
や
ス
テ
パ
ン
（A

lfred Stepan

）

で
あ
る
。
彼
等
は
連
邦
主
義
概
念
を
ダ
ー
ル
に
依
拠
し
な
が
ら
連
邦
制
研
究
を
進
め
て
い
る
（Linz 1999, 382; Stepan 2001, 318

）。
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そ
の
背
景
に
は
、
従
来
の
民
主
主
義
論
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
論
、
比
較
政
治
学
が
連
邦
主
義
の
含
意
に
十
分
な
関
心
を
払
っ
て
こ
な

か
っ
た
と
の
批
判
が
あ
る
（Linz 1999, 382; Stepan 2001, 315

）。

こ
う
し
た
批
判
を
支
え
る
の
は
、﹁
私
の
判
断
で
は
、
現
代
民
主
主
義
論
の
理
論
家
と
実
務
家
に
と
っ
て
も
っ
と
も
喫
緊
の
問
題
の

一
つ
は
、
と
く
に
多
民
族
的
状
況
に
お
い
て
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
い
か
に
調
和
さ
せ
る
か
」（Stepan 2001, 325

）

と
い
う
問
題
関
心
で
あ
る
。
リ
ン
ス
や
ス
テ
パ
ン
に
よ
れ
ば
、
非
民
主
主
義
体
制
の
多
く
は
多
民
族
国
家
で
あ
り
、
そ
う
し
た
国
々
が

民
主
主
義
に
な
る
に
は
﹁
機
能
す
る
連
邦
シ
ス
テ
ム
」
を
構
築
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（Stepan 2001, 316

）。
な
ぜ
な
ら
﹁
連
邦
国

家
は
単
一
国
家
よ
り
も
多
民
族
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
も
っ
と
も
し
ば
し
ば
結
び
つ
く
形
態
」（Stepan 2005, 255

）
だ
か
ら
で
あ
る
。
彼

等
は
、
ベ
ル
ギ
ー
、
ス
ペ
イ
ン
、
カ
ナ
ダ
、
イ
ン
ド
と
い
っ
た
多
言
語
・
多
民
族
的
な
民
主
主
義
的
連
邦
国
家
か
ら
示
唆
を
汲
み
取
ろ

う
と
い
う
の
で
あ
る(((
（Stepan 2001, 255
）。

こ
の
よ
う
に
連
邦
主
義
の
現
代
的
復
権
に
期
待
す
る
リ
ン
ス
や
ス
テ
パ
ン
は
、
連
邦
主
義
を
三
つ
の
類
型
に
分
け
る
。﹁
結
集
型

（com
ing together

）」、﹁
統
合
型
（holding together

）」、﹁
編
成
型
（putting together

）」
で
あ
る
。
結
集
型
と
は
、
も
と
も
と
独
立

の
政
治
体
で
あ
っ
た
も
の
を
一
つ
の
国
家
に
組
み
込
む
形
で
つ
く
ら
れ
る
連
邦
主
義
で
あ
り
、
ア
メ
リ
カ
（
一
七
八
七
年
）、
ス
イ
ス

（
一
八
四
八
年
）、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
（
一
九
〇
一
年
）、
ド
イ
ツ
（
一
八
七
〇
年
、
一
九
一
九
年
、
一
九
四
九
年
）、
カ
ナ
ダ
（
一
八

六
七
年
）、
ブ
ラ
ジ
ル
（
一
八
九
一
年
）
が
こ
の
タ
イ
プ
で
あ
る
。
統
合
型
と
は
、
国
家
の
な
か
の
異
な
る
民
族
的
集
団
・
単
位
を
、

民
族
的
・
文
化
的
属
性
を
維
持
し
な
が
ら
国
家
に
統
合
す
る
連
邦
主
義
で
あ
り
、
イ
ン
ド
（
一
九
五
〇
年
）、
ス
ペ
イ
ン
（
一
九
七
八

年
）、
ベ
ル
ギ
ー
（
一
九
九
三
年
）
が
こ
れ
に
あ
た
る
。﹁
編
成
型
」
と
は
非
民
主
的
な
集
権
的
権
力
に
よ
っ
て
民
族
的
に
異
な
る
政

治
体
を
上
か
ら
国
家
に
編
入
す
る
連
邦
主
義
で
あ
り
、
ソ
連
（
一
九
二
二
年
）
が
代
表
例
で
あ
る
（Stepan 2001, 320-322; Stepan 

2005, 258

）。
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リ
ン
ツ
や
ス
テ
パ
ン
の
類
型
論
を
踏
ま
え
て
近
年
独
自
の
類
型
論
を
提
唱
し
た
の
が
ス
ウ
ェ
ン
デ
ン
（W

ilfried Sw
enden

）
で
あ

る
。
彼
は
﹁
二
元
的
連
邦
制
」
と
﹁
有
機
的
連
邦
制
」
に
区
分
す
る
。
二
元
的
連
邦
制
と
は
、﹁
中
央
と
地
域
の
政
府
の
間
で
、
立
法

と
執
行
の
機
能
を
載
然
と
別
け
る
権
限
分
割
の
方
法
を
も
ち
、
理
念
的
に
は
各
レ
ベ
ル
の
政
府
を
﹃
水
を
通
さ
な
い
コ
ン
パ
ー
ト
メ
ン

ト
﹄
に
変
え
て
し
ま
う
連
邦
制
」
で
あ
る
。
有
機
的
連
邦
制
と
は
﹁
極
端
な
形
で
は
連
邦
・
地
域
間
の
ほ
ぼ
完
全
な
相
互
依
存
の
体

制
」
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、﹁
有
機
的
連
邦
制
と
は
、
連
邦
・
地
域
の
最
大
限
の
協
調
と
相
互
依
存
の
状
況
を
指
し
、
二
元
的
連
邦

制
は
連
邦
・
地
域
の
最
大
限
の
自
立
の
状
態
を
意
味
す
る
」。
現
実
の
連
邦
制
国
家
は
こ
の
二
つ
の
連
邦
制
の
間
に
位
置
す
る
と
捉
え

る(((
（Sw

enden, 49-50, 

邦
訳 74
）。

と
こ
ろ
で
、
多
文
化
主
義
の
論
陣
を
張
っ
て
い
る
キ
ム
リ
ッ
カ
（W

ill K
ym

licka

）
も
現
代
の
連
邦
主
義
に
大
き
な
関
心
を
寄
せ
て

い
る
。
彼
の
関
心
の
焦
点
は
、
ス
テ
パ
ン
や
リ
ン
ス
と
同
じ
く
、
多
民
族･

多
文
化
国
家
の
民
主
主
義
的
な
政
治
の
あ
り
方
で
あ
る
。

彼
に
よ
れ
ば
、
連
邦
主
義
は
﹁
憲
法
に
よ
っ
て
、
中
央
政
府
と
二
つ
な
い
し
は
そ
れ
以
上
の
構
成
単
位
（
プ
ロ
ヴ
ィ
ン
ス
、
州
、
カ
ン

ト
ン
）
の
間
で
権
力
の
分
割
が
保
障
さ
れ
、
領
域
的
な
基
礎
の
う
え
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
レ
ベ
ル
の
政
府
が
一
定
の
業
務
に
対
し
て
主
権

を
有
し
て
い
る
政
治
シ
ス
テ
ム
」（K

ym
licka 2001, 94

）
で
あ
る
。

キ
ム
リ
ッ
カ
は
、
連
邦
主
義
が
﹁
多
民
族
国
家
内
の
衝
突
す
る
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
調
整
す
る
う
え
で
唯
一
の
有

効
な
オ
プ
シ
ョ
ン
」（K

ym
licka 2001, 118

）
と
看
做
し
た
う
え
で
、
連
邦
主
義
を
﹁
多
民
族
連
邦
主
義
（ m

ultination federation

）」

と
﹁
領
域
連
邦
主
義
（territorial federalism

）」
に
類
型
化
す
る
（K

ym
licka 2001, 95-96, 100; K

ym
licka 2007, 273

）。
前
者
は
国

家
の
な
か
の
複
数
の
異
な
る
民
族
、
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
グ
ル
ー
プ
間
の
利
害
調
整
の
枠
組
み
を
備
え
る
連
邦
主
義
で
あ
り
、
後
者
は
国
家

の
な
か
の
複
数
の
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
グ
ル
ー
プ
間
の
利
害
調
整
制
度
を
も
た
な
い
連
邦
主
義
、
ま
た
は
複
数
の
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
グ
ル
ー
プ

が
存
在
し
な
い
連
邦
主
義
で
あ
る
。
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キ
ム
リ
ッ
カ
は
こ
の
二
つ
の
類
型
の
う
ち
多
民
族
連
邦
主
義
に
関
心
を
向
け
、
こ
の
観
点
か
ら
ア
メ
リ
カ
連
邦
制
は
モ
デ
ル
に
な
ら

な
い
と
主
張
す
る
（K

ym
licka 2001, 101

）。
彼
は
ス
テ
パ
ン
や
リ
ン
ス
と
同
じ
く
、
ア
メ
リ
カ
連
邦
制
で
は
な
く
て
ベ
ル
ギ
ー
や
ス

ペ
イ
ン
の
多
民
族
連
邦
主
義
の
試
み
を
積
極
的
に
評
価
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
う
し
た
連
邦
制
で
は
国
家
な
い
し
は
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
に

よ
る
暴
力
や
テ
ロ
が
ほ
と
ん
ど
な
く
、
平
和
と
個
人
の
安
全
が
保
た
れ
、
個
人
の
権
利
尊
重
と
経
済
的
繁
栄
、
そ
し
て
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ

と
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
平
等
が
見
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
一
方
で
キ
ム
リ
ッ
カ
は
多
民
族
的
連
邦
主
義
の
問
題
点
も
指
摘
す
る
。
多
民
族
的
連
邦
主
義
で
は
、
マ
ジ
ョ

リ
テ
ィ
・
グ
ル
ー
プ
が
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ･

グ
ル
ー
プ
の
生
活
に
無
関
心
で
、
グ
ル
ー
プ
間
の
接
触
を
避
け
る
傾
向
が
あ
り
、
こ

の
結
果
、
両
者
の
相
互
理
解
を
欠
く
﹁
平
行
社
会
（parallel societies

）」
が
現
れ
、
グ
ル
ー
プ
間
の
関
係
が
し
ば
し
ば
政
治
化

す
る
（K

ym
licka 2007, 45

）。
し
た
が
っ
て
、
彼
は
﹁
連
邦
主
義
は
多
民
族
国
家
の
緊
張
や
紛
争
に
と
っ
て
万
能
薬
で
は
な
い
」

（K
ym

licka 2001, 92; K
ym

licka 2005, 273
）
と
き
わ
め
て
慎
重
で
あ
る
。

リ
ン
ス
に
よ
れ
ば
、
連
邦
主
義
は
自
決
や
独
立
よ
り
も
建
設
的
で
民
主
的
で
あ
り
、
あ
ま
り
矛
盾
を
生
ま
な
い
解
決
方
式
で
あ
る

（Linz 1999, 384

）。﹁
民
主
主
義
的
連
邦
主
義
は
国
家
の
な
か
の
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
、
言
語
的
な
、
宗
教
的
な
グ
ル
ー
プ
間
の
紛
争
を
成

功
裡
に
解
決
し
、
国
家
の
不
統
合
を
抑
え
る
こ
と
に
寄
与
し
う
る
」（Linz 1999, 387

）。
そ
の
理
由
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
第
一
に
、

民
主
的
連
邦
制
は
領
域
単
位
の
な
か
で
強
い
支
持
の
あ
る
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ･

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
の
一
定
の
願
望
を
実
現
し
、
ネ
ー
シ
ョ

ン
の
形
成
者
を
満
足
さ
せ
る
政
策
の
実
行
を
認
め
る
。
第
二
に
、
民
主
的
な
連
邦
主
義
は
周
辺
的
地
位
に
あ
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
に

対
し
て
、
中
央
の
立
法
府
へ
の
代
表
を
通
じ
て
、
ま
た
政
府
へ
の
参
加
に
よ
っ
て
政
治
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
を
許
容
す
る
。
第
三

に
、
民
主
的
連
邦
主
義
は
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
表
出
を
認
め
、
ネ
ー
シ
ョ
ン
と
国
家
の
双
方
に
対
す
る
忠
誠
を
促
す

（Linz 1999, 388

）。
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も
っ
と
も
リ
ン
ス
は
、
キ
ム
リ
ッ
カ
と
同
様
に
、
民
主
的
連
邦
主
義
に
諸
手
を
挙
げ
て
賛
成
す
る
の
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
民
主

的
連
邦
主
義
の
も
と
で
は
、
弱
い
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
有
す
る
人
々
の
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
自
意
識
を
強
め
、
マ
イ
ノ
リ

テ
ィ
の
職
業
従
事
に
お
け
る
断
片
化
（segm

entation

）
を
促
し
、
過
激
な
グ
ル
ー
プ
の
活
動
を
容
易
に
す
る
と
い
っ
た
問
題
が
生
じ

る
か
ら
で
あ
る
（Linz 1999, 389-390

）。

２　

ア
メ
リ
カ
連
邦
制
と
ド
イ
ツ
連
邦
制

で
は
、
こ
う
し
た
近
年
の
新
し
い
連
邦
制
論
で
は
ア
メ
リ
カ
連
邦
制
と
ド
イ
ツ
連
邦
制
は
ど
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
の
だ
ろ

う
か
。
ス
テ
パ
ン
と
リ
ン
ス
に
よ
れ
ば
、
ド
イ
ツ
連
邦
制
は
ア
メ
リ
カ
と
同
じ
く
﹁
結
集
型
」
で
あ
る
（Stepan 2001, 324

）。
ス
テ

パ
ン
と
リ
ン
ス
は
ド
イ
ツ
等
と
比
較
し
な
が
ら
ア
メ
リ
カ
連
邦
制
の
特
徴
を
以
下
の
よ
う
に
把
握
す
る
（Stepan, Linz, Yadav 2011, 

259-26 2; 

高
橋 2007, 69-70

）。

第
一
に
、
州
の
人
口
が
大
き
く
異
な
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
上
院
は
各
州
か
ら
等
し
く
二
名
の
議
員
で
構
成
さ
れ
る
。
ス
イ
ス
、
オ
ー

ス
ト
リ
ア
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、
カ
ナ
ダ
、
ド
イ
ツ
、
ス
ペ
イ
ン
、
イ
ン
ド
、
ベ
ル
ギ
ー
と
違
っ
て
、
ア
メ
リ
カ
上
院
の
構
成
は
州
間

の
人
口
数
・
議
員
数
の
相
違
を
見
れ
ば
も
っ
と
も
不
均
衡
で
あ
る
。

第
二
に
、
上
院
は
他
の
連
邦
国
家
に
比
べ
て
強
い
権
限
を
有
し
て
い
る
。
上
院
は
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
や
ス
イ
ス
と
同
様
に
す
べ
て
の

立
法
に
つ
い
て
絶
対
的
拒
否
権
を
も
ち
、
さ
ら
に
大
統
領
に
よ
る
主
要
な
閣
僚
、
司
法
官
、
政
府
機
関
の
長
の
任
命
に
対
す
る
拒
否
権

や
条
約
批
准
権
を
行
使
で
き
る
。
こ
れ
に
対
し
て
ド
イ
ツ
の
上
院
は
立
法
の
約
六
〇
％
に
つ
い
て
絶
対
的
拒
否
権
を
有
し
、
ス
ペ
イ
ン

の
上
院
は
憲
法
が
定
め
る
自
治
州
の
権
限
に
直
接
に
関
わ
る
事
項
に
つ
い
て
の
み
拒
否
権
を
も
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
ア
メ
リ
カ
上
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院
の
権
限
は
他
の
連
邦
国
家
よ
り
強
力
で
あ
る
。

第
三
に
、
ア
メ
リ
カ
は
対
称
的
連
邦
制
で
あ
る
。
イ
ン
ド
、
ス
ペ
イ
ン
、
ベ
ル
ギ
ー
、
カ
ナ
ダ
の
よ
う
な
多
民
族
性
が
領
域
性
と
重

畳
し
て
い
る
非
対
称
的
連
邦
国
家
で
は
、
連
邦
構
成
単
位
（
州
、
自
治
州
、
地
域
、
共
同
体
）
の
幾
つ
か
に
は
憲
法
上
、
文
化
に
関
わ

る
特
別
の
権
利
が
認
め
ら
れ
て
い
る
が
、
ア
メ
リ
カ
で
は
こ
れ
と
は
異
な
っ
て
各
州
の
権
利
と
義
務
は
同
じ
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
、
オ
ー

ス
ト
リ
ア
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、
ス
イ
ス
も
対
称
的
連
邦
制
で
あ
る
。

第
四
に
、
ア
メ
リ
カ
で
は
残
余
権
（residual pow

ers

）
は
連
邦
で
な
く
州
に
あ
る
。
憲
法
上
、
明
示
的
に
連
邦
の
権
限
と
さ
れ
て

い
な
い
業
務
は
州
の
権
限
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
ス
ペ
イ
ン
で
は
残
余
権
は
中
央
に
あ
り
、
ド
イ
ツ
で
は
大
抵
の
権
限
（pow

ers

）
は

事
実
上
、
競
合
的
で
あ
る
。

第
五
に
、
憲
法
の
修
正
に
お
い
て
州
の
役
割
は
大
き
い
。
合
衆
国
議
会
は
上
院
と
下
院
の
三
分
の
二
が
必
要
と
認
め
る
と
き
に
憲
法

の
修
正
を
発
議
す
る
。
ま
た
全
州
の
三
分
の
二
の
議
会
か
ら
要
請
が
あ
る
と
き
は
、
合
衆
国
議
会
は
憲
法
の
修
正
を
発
議
す
る
憲
法
議

会
を
召
集
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
い
ず
れ
の
場
合
で
も
、
全
州
の
四
分
の
三
の
州
の
議
会
ま
た
は
四
分
の
三
の
州
の
憲
法
会
議
が
承

認
し
た
と
き
に
、
憲
法
修
正
は
効
力
を
生
じ
る
。

第
六
に
、
最
高
裁
判
所
は
強
力
な
司
法
審
査
権
を
有
し
て
い
る
。
両
院
と
大
統
領
が
新
し
い
立
法
を
通
じ
て
連
邦
政
府
の
権
限
を
拡

大
し
た
と
し
て
も
、
最
高
裁
判
所
は
こ
の
法
律
を
違
憲
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
七
に
、
大
統
領
は
直
接
選
挙
さ
れ
、
任
期
が
限
ら
れ
て
い
る
が
、
強
力
な
立
法
拒
否
権
を
有
す
る
。
大
統
領
の
拒
否
権
は
絶
対
的

拒
否
権
で
は
な
い
。
大
統
領
が
拒
否
し
た
法
案
が
両
院
の
三
分
の
二
の
多
数
で
再
度
可
決
さ
れ
た
場
合
に
の
み
大
統
領
の
拒
否
権
が
否

定
さ
れ
る
の
で
、
大
統
領
は
﹁
拒
否
権
プ
レ
イ
ア
ー
」
で
あ
る
。

こ
う
し
た
ア
メ
リ
カ
連
邦
制
は
ド
イ
ツ
連
邦
制
と
以
下
の
点
で
異
な
る
。
第
一
に
、
ア
メ
リ
カ
で
は
連
邦
の
政
策
領
域
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（Politikfelder, policy areas

）
と
州
の
政
策
領
域
は
明
確
に
分
離
さ
れ
、
連
邦
と
州
は
そ
れ
ぞ
れ
固
有
の
立
法
権
限
を
有
し
て
い
る
。

州
に
は
連
邦
法
を
自
己
の
固
有
の
行
政
と
し
て
執
行
す
る
義
務
は
な
い
（M
ünch 2004, 356; K

atzenstein 1987, 46

）。
し
た
が
っ
て

ア
メ
リ
カ
連
邦
制
は
﹁
政
策
領
域
分
割
型
連
邦
制
」
な
い
し
は
﹁
二
元
分
離
型
連
邦
制
」
で
あ
る
。
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
と
カ
ナ
ダ
は
ア

メ
リ
カ
連
邦
制
に
近
い
。
こ
れ
と
は
異
な
っ
て
、
ド
イ
ツ
で
は
機
能
が
分
割
さ
れ
、
連
邦
は
立
法
権
限
、
州
は
行
政
権
限
を
も
つ
の

で
、
ド
イ
ツ
連
邦
制
は
﹁
機
能
分
割
型
連
邦
制
」
で
あ
る
。

第
二
に
、
ア
メ
リ
カ
の
上
院
は
各
州
同
数
の
代
表
で
構
成
さ
れ
る
の
に
対
し
て
、
ド
イ
ツ
の
連
邦
参
議
院
（
上
院
）
は
州
政
府
代
表

で
あ
り
、
州
は
上
院
を
通
じ
て
連
邦
の
立
法
や
政
治
的
意
思
決
定
に
参
画
す
る
。
こ
の
よ
う
に
第
二
院
の
性
格
は
き
わ
め
て
異
質
で
あ

り
、
ア
メ
リ
カ
の
第
二
院
を
﹁
上
院
型
」
と
す
れ
ば
、
ド
イ
ツ
は
﹁
連
邦
参
議
院
型
」
で
あ
る
。

第
三
に
、
ア
メ
リ
カ
連
邦
制
で
は
連
邦
と
州
が
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
税
源
を
有
し
、
連
邦
と
州
の
税
財
政
的
連
結
と
財
政
調
整
制
度
が

な
い
。
こ
れ
と
は
異
な
っ
て
、
ド
イ
ツ
連
邦
制
は
連
邦
・
州
の
共
同
税
と
財
政
調
整
シ
ス
テ
ム
を
備
え
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
ア
メ

リ
カ
は
﹁
分
離
財
政
・
非
財
政
調
整
型
連
邦
制
」、
ド
イ
ツ
は
﹁
結
合
財
政
・
財
政
調
整
型
連
邦
制
」
で
あ
る
。

第
四
に
、
ド
イ
ツ
で
は
連
邦
に
よ
る
立
法
は
ド
イ
ツ
全
体
の
法
的
・
経
済
的
・
社
会
的
統
一
性
を
確
保
す
る
こ
と
を
主
眼
と
し
て
い

る
が
、
ア
メ
リ
カ
で
は
州
に
立
法
が
委
ね
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
ド
イ
ツ
の
よ
う
な
連
邦
全
体
の
統
一
性
・
単
一
性
志
向
が
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
ド
イ
ツ
は
﹁
単
一
型
連
邦
制
」
で
あ
る
の
に
対
し
て
ア
メ
リ
カ
は
﹁
非
単
一
型
連
邦
制
」
と
言
え
る
。

第
五
に
、
ド
イ
ツ
で
は
連
邦
と
州
、
州
と
州
の
協
調
的
関
係
が
連
邦
制
の
根
幹
で
あ
る
が
、
ア
メ
リ
カ
で
は
二
元
的
連
邦
制
か
ら

協
調
的
連
邦
制
に
変
化
し
、
さ
ら
に
一
九
六
〇
年
代
半
ば
か
ら
﹁
連
邦
優
位
の
強
制
的
連
邦
制
に
移
行
し
た
」（
岩
崎, 41-42

）。
し
た

が
っ
て
、
ア
メ
リ
カ
を
﹁
準
協
調
型
連
邦
主
義
」
と
規
定
す
れ
ば
、
ド
イ
ツ
は
﹁
協
調
型
連
邦
主
義
」
で
あ
る
。

で
は
、
ア
メ
リ
カ
と
比
べ
て
独
自
の
特
質
を
有
す
る
ド
イ
ツ
連
邦
制
は
歴
史
的
に
は
い
か
な
る
経
路
を
た
ど
っ
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
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か
。
ド
イ
ツ
連
邦
制
の
固
有
の
制
度
構
造
は
、
一
九
世
紀
中
葉
以
来
の
歴
史
的
連
続
性
を
基
調
と
し
て
形
成
さ
れ
た
。
ド
イ
ツ
連
邦
制

は
歴
史
的
転
換
点
で
非
連
続
的
側
面
を
現
し
、
そ
の
一
方
で
変
容
的
継
承
性
と
い
う
形
の
連
続
性
を
示
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
歴
史
的

経
路
の
な
か
で
、
今
日
の
ド
イ
ツ
連
邦
制
の
基
本
的
枠
組
み
は
一
九
四
九
年
基
本
法
に
よ
っ
て
過
渡
的
な
制
度
を
伴
っ
て
構
築
さ
れ

た
。
一
九
四
九
年
基
本
法
制
定
過
程
に
お
け
る
連
邦
制
の
制
度
化
の
特
徴
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

注
⑴　

ス
テ
パ
ン
と
リ
ン
ス
に
よ
る
ベ
ル
ギ
ー
、
ス
ペ
イ
ン
、
イ
ン
ド
の
多
民
族
連
邦
制
に
関
す
る
研
究
は
き
わ
め
て
興
味
深
い
が
、
か
れ
ら
は
連
邦
と

州
の
権
限
関
係
、
第
二
院
の
機
能
、
政
府
間
の
交
渉
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
、
税
財
政
制
度
と
い
っ
た
連
邦
制
シ
ス
テ
ム
を
詳
論
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。

連
邦
制
の
基
本
問
題
は
、
連
邦
構
成
単
位
の
分
立
性
と
連
邦
全
体
の
統
合
性
を
い
か
な
る
制
度
で
も
っ
て
調
整
し
、
両
立
さ
せ
る
か
に
あ
る
。
こ
の

観
点
か
ら
す
れ
ば
、
ス
テ
パ
ン
や
リ
ン
ス
が
十
分
に
は
視
野
に
お
さ
め
て
い
な
い
ド
イ
ツ
連
邦
制
が
、
連
邦
全
体
の
統
一
性
・
単
一
性
の
確
保
を
図

る
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
備
え
て
い
る
点
で
示
唆
的
で
あ
る
。

⑵　

ア
メ
リ
カ
連
邦
制
モ
デ
ル
に
関
わ
っ
て
岩
崎
（39
）
は
次
の
よ
う
に
指
摘
す
る
。﹁
多
民
族
社
会
の
亀
裂
を
調
整
す
る
装
置
と
し
て
の
連
邦
制
と

い
う
観
点
に
た
つ
と
、
ア
メ
リ
カ
連
邦
制
は
規
範
と
は
な
ら
な
い
」。　

⑶　

ス
ウ
ェ
ン
デ
ン
は
中
央
・
地
域
関
係
、
政
党
シ
ス
テ
ム
、
政
府
間
関
係
に
焦
点
を
定
め
て
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
の
地
域
主
義
・
連
邦
主
義
を
論
ず

る
。
ス
ウ
ェ
ン
デ
ン
は
、
ス
テ
パ
ン
や
リ
ン
ス
と
同
様
の
関
心
を
も
つ
一
方
、
か
れ
ら
と
は
異
な
っ
て
連
邦
制
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
比
較
論
的
な
解
明
を

行
っ
て
い
る
。
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Ⅱ　

一
九
四
九
年
連
邦
制
の
成
立

１　

基
本
法
と
連
邦
制
形
成

戦
後
ド
イ
ツ
の
連
邦
制
は
ま
ず
は
一
九
四
九
年
に
制
定
さ
れ
た
基
本
法
に
制
度
化
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
一
九
五
五
年
、
一
九
六
九

年
、
二
〇
〇
六
年
の
連
邦
制
改
革
を
経
て
き
た
が
、
一
九
四
九
年
連
邦
制
の
基
本
的
枠
組
み
が
抜
本
的
に
変
更
さ
れ
た
わ
け
で
は
な

い
。
一
九
四
九
年
連
邦
制
は
権
限
連
邦
制
、
代
表
連
邦
制
、
財
政
連
邦
制
の
三
つ
の
側
面
を
有
し
て
い
る
。
権
限
連
邦
制
と
は
連
邦
と

州
の
権
限
配
分
の
あ
り
方
で
あ
り
、
代
表
連
邦
制
と
は
意
思
決
定
の
た
め
の
代
表
制
度
で
あ
り
、
財
政
連
邦
制
と
は
税
財
政
の
仕
組
み

で
あ
る
。
こ
の
三
者
が
基
本
法
に
規
定
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
シ
ス
テ
ム
と
し
て
の
戦
後
連
邦
制
の
骨
格
が
出
来
上
が
っ
た
。

で
は
一
九
四
九
年
連
邦
制
の
成
立
過
程
に
は
い
か
な
る
特
徴
が
見
出
せ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
基
本
法
は
、
そ
の
制
定
過
程
で
は
多
様

な
要
因
と
対
抗
関
係
が
作
用
し
、
そ
れ
ら
が
絡
み
合
い
な
が
ら
妥
協
・
譲
歩
を
通
じ
て
成
立
し
た
。
多
様
な
要
因
と
は
、
占
領
国
、
占

領
軍
政
府
、
州
政
府
、
州
政
治
家
、
政
党
政
治
家
と
い
っ
た
主
体
的
要
因
、
連
邦
制
言
説
要
因
、
占
領
統
治
体
制
要
因
、
戦
後
の
社

会
・
経
済
要
因
、
国
際
関
係
要
因
、
そ
し
て
連
邦
制
の
歴
史
経
路
要
因
で
あ
る
。
対
抗
関
係
と
は
、
ド
イ
ツ
と
占
領
国
の
対
抗
、
政
党

間
の
対
抗
、
州
間
の
対
抗
で
あ
る
。

こ
う
し
た
要
因
と
対
抗
の
複
合
作
用
に
よ
っ
て
基
本
法
が
成
立
す
る
が
、
そ
の
過
程
に
は
以
下
の
特
徴
が
明
ら
か
で
あ
る
。
第
一

に
、
一
九
四
八
年
七
月
一
日
の
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
文
書
に
よ
る
占
領
側
の
﹁
上
か
ら
の
」
基
本
法
制
定
要
請
に
始
ま
り
、
こ
れ
を
受
け

て
ド
イ
ツ
側
の
州
首
相
会
議
（
一
九
四
八
年
七
月
八
日

－

同
年
七
月
一
〇
日
、
七
月
二
一
・
二
二
日
）、
ヘ
レ
ン
キ
ム
ゼ
ー
会
議
（
一

九
四
八
年
八
月
一
日

－

同
年
八
月
二
三
日
）、
議
会
評
議
会
（
一
九
四
八
年
九
月
一
日

－

一
九
四
九
年
五
月
一
二
日
）
で
の
﹁
下
か
ら
」
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の
制
憲
作
業
が
行
わ
れ
、
こ
の
作
業
を
め
ぐ
る
両
者
の
相
互
応
答
関
係
を
経
て
連
邦
制
が
形
成
さ
れ
た
。
基
本
法
制
定
は
﹁
上
か
ら
」

の
外
圧
性
と
﹁
下
か
ら
」
の
内
発
性
の
交
錯
関
係
の
な
か
で
進
め
ら
れ
た
。
結
果
と
し
て
は
、
一
面
で
は
占
領
国
の
考
え
方
を
受
け
入

れ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
に
し
て
も
、
ド
イ
ツ
側
は
一
九
世
紀
中
葉
以
降
の
連
邦
制
の
歴
史
的
経
験
を
踏
ま
え
た
自
ら
の
憲
法
構
想
を
実

現
し
た
の
で
あ
る
（
北
住 1998

）。

第
二
に
、
基
本
法
制
定
開
始
以
前
に
連
邦
制
を
め
ぐ
る
言
説
状
況
が
顕
著
に
現
れ
た
。
ワ
イ
マ
ー
ル
共
和
制
と
ナ
チ
ス
の
経
験
が
あ

り
、
ま
た
東
西
関
係
の
緊
張
が
予
想
さ
れ
、
し
か
も
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
再
建
と
い
う
課
題
に
向
き
合
わ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
だ
け
に
、
連

邦
制
の
正
当
化
言
説
は
こ
う
し
た
状
況
を
視
野
に
入
れ
て
展
開
さ
れ
た
。
連
邦
制
の
構
築
は
、
個
人
の
尊
厳
と
自
由
な
ら
び
に
州
・
地

域
の
多
様
性
を
保
障
し
、
ド
イ
ツ
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
一
員
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
平
和
に
寄
与
す
る
条
件
で
あ
る
。

そ
し
て
連
邦
制
は
集
権
的
・
集
産
的
な
共
産
主
義
に
対
抗
す
る
う
え
で
不
可
欠
で
あ
る
と
論
じ
ら
れ
た
。
こ
う
し
た
連
邦
制
言
説
の
磁

場
の
な
か
で
戦
後
連
邦
制
が
用
意
さ
れ
た
の
で
あ
る
（
北
住 2008

）。

第
三
に
、
基
本
法
制
定
以
前
に
州
（
地
域
）
の
政
治
形
成
が
進
め
ら
れ
、
こ
れ
を
基
盤
に
連
邦
制
が
成
立
し
た
。
州
の
政
治
形
成
と

は
、
州
領
域
の
確
定
、
州
憲
法
の
制
定
、
州
議
会
選
挙
、
州
政
府
の
樹
立
で
あ
る
。
一
九
四
五
年
の
ナ
チ
ス
体
制
崩
壊
に
よ
っ
て
中
央

政
府
が
消
滅
し
た
ド
イ
ツ
で
は
、
政
治
の
担
い
手
は
ま
ず
は
州
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
当
初
、
州
首
相
の
役
割
が
大
き
か
っ
た
。
州
首

相
な
か
ん
ず
く
バ
イ
エ
ル
ン
首
相
エ
ー
ハ
ル
ト
（H

ans Ehard
）
の
牽
引
な
し
に
戦
後
連
邦
制
の
形
成
は
あ
り
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る

（
北
住 1996; 2000

）。

第
四
に
、
基
本
法
制
定
作
業
は
二
段
階
で
行
わ
れ
た
。
第
一
段
階
は
ヘ
レ
ン
キ
ム
ゼ
ー
憲
法
会
議
で
あ
り
、
第
二
段
階
は
議
会
評
議

会
で
あ
る
。
前
者
は
州
の
専
門
家
か
ら
な
り
、
後
者
は
政
党
代
表
で
構
成
さ
れ
た
。
前
者
で
は
州
の
観
点
か
ら
、
後
者
で
は
政
党
の
観

点
か
ら
望
ま
し
い
連
邦
制
が
論
じ
ら
れ
た
。
前
者
の
段
階
で
は
占
領
軍
政
府
の
関
与
は
な
か
っ
た
が
、
後
者
の
段
階
で
は
占
領
軍
政
府
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は
ド
イ
ツ
側
の
基
本
法
案
に
対
し
て
覚
書
を
通
じ
て
異
論
を
出
し
、
ド
イ
ツ
側
と
占
領
側
の
対
立
が
生
じ
た
。
前
者
で
は
諸
州
の
な
か

で
も
と
り
わ
け
バ
イ
エ
ル
ン
州
が
自
ら
の
基
本
法
案
を
提
出
し
、
他
州
に
比
べ
て
意
欲
的
に
制
憲
作
業
に
関
わ
っ
た
。
基
本
法
の
制
定

は
、
バ
イ
エ
ル
ン
の
主
導
で
始
め
ら
れ
、
次
い
で
政
党
主
導
で
進
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
（
北
住 2000; 2009

）。

第
五
に
、
戦
後
連
邦
制
は
占
領
統
治
体
制
下
に
お
け
る
﹁
原
連
邦
制
」
の
形
成
を
前
提
と
し
て
構
築
さ
れ
た
。
ド
イ
ツ
占
領
は
、
日

本
の
単
独
・
間
接
占
領
と
は
違
っ
て
、
四
カ
国
に
よ
る
複
数
・
分
割
占
領
で
あ
る
と
同
時
に
直
接
占
領
と
間
接
占
領
が
絡
み
合
う
複
合

占
領
で
あ
っ
た
。
ア
メ
リ
カ
占
領
地
区
で
は
州
評
議
会
が
、
ア
メ
リ
カ
・
イ
ギ
リ
ス
経
済
統
合
地
域
で
は
経
済
評
議
会
が
設
置
さ
れ
て

﹁
原
連
邦
制
」
が
形
成
さ
れ
た
。
ま
た
占
領
期
に
は
州
政
府
大
臣
会
議
な
ど
の
協
調
的
な
政
府
間
関
係
が
現
れ
た
。
し
た
が
っ
て
、
基

本
法
制
定
以
前
に
﹁
原
連
邦
制
」
が
生
ま
れ
、
こ
う
し
た
経
路
の
う
え
に
一
九
四
九
年
連
邦
制
が
構
築
さ
れ
た
の
で
あ
る
（R

enzsch 

1991a, 43, 54; 

北
住 1996

）。

２　

最
大
争
点
と
し
て
の
連
邦
制

さ
て
、
一
九
四
九
年
基
本
法
の
制
定
過
程
の
最
大
争
点
は
ま
ぎ
れ
も
な
く
連
邦
制
問
題
で
あ
っ
た
。
ド
イ
ツ
と
占
領
国
の
間
で
、
そ

し
て
政
党
間
で
も
っ
と
も
争
わ
れ
た
の
は
連
邦
制
の
構
想
で
あ
る
。
連
邦
制
問
題
が
基
本
法
制
定
過
程
で
重
要
な
位
置
を
占
め
、
最
大

争
点
に
な
っ
た
事
情
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

第
一
に
、
連
邦
制
問
題
は
統
治
の
枠
組
み
そ
れ
自
体
に
関
わ
る
構
造
問
題
で
あ
っ
た
。
ナ
チ
ス
体
制
は
人
間
の
尊
厳
を
奪
い
、
州
の

主
権
と
自
律
性
を
剥
奪
し
た
極
限
的
画
一
的
集
権
制
で
あ
り
、
ナ
チ
ス
の
犯
罪
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
犯
罪
で
あ
っ
た
。
そ
れ
だ
け
に
戦
後

再
建
は
、
過
去
と
の
決
別
と
新
し
い
統
治
体
制
の
創
出
と
い
う
二
重
の
課
題
に
直
面
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
い
か
な
る
形
の
連
邦
制
が
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人
間
の
尊
厳
と
人
権
を
保
障
し
、
集
権
制
を
回
避
し
、
州
の
主
権
性
と
多
様
性
を
確
保
す
る
か
が
論
じ
ら
れ
た
。

第
二
に
、
連
邦
制
的
統
治
体
の
形
成
に
つ
い
て
占
領
国
と
ド
イ
ツ
側
の
間
で
原
理
的
な
対
立
は
な
か
っ
た
が
、
い
か
な
る
連
邦
制
に

す
る
か
を
め
ぐ
っ
て
は
対
立
し
た
。
占
領
国
と
り
わ
け
ア
メ
リ
カ
は
、
軍
政
長
官
ク
レ
イ
（Lucius D

. C
lay

）
を
通
じ
て
、
自
国
の

二
元
的
連
邦
制
の
採
用
を
迫
っ
た
。
彼
が
ア
メ
リ
カ
・
モ
デ
ル
に
固
執
し
た
の
は
、
連
邦
へ
の
権
限
集
中
を
阻
む
こ
と
に
主
た
る
関
心

が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
側
は
連
邦
へ
の
権
力
集
中
を
避
け
る
点
で
は
占
領
軍
政
府
と
認
識
を
共
有
し
た
が
、
ア
メ
リ
カ
・
モ

デ
ル
の
採
用
を
拒
ん
だ
。
連
邦
制
形
成
過
程
は
ア
メ
リ
カ
型
二
元
的
連
邦
制
対
非
二
元
的
連
邦
制
と
い
う
対
抗
関
係
を
は
ら
む
も
の
で

あ
っ
た
。

第
三
に
、
連
邦
制
問
題
の
争
点
の
複
数
性
と
政
党
間
の
対
立
で
あ
る
。
連
邦
制
問
題
に
は
単
一
の
論
点
が
あ
る
の
で
は
な
く
、
連
邦

と
州
の
権
限
配
分
、
意
思
決
定
代
表
制
、
税
財
政
と
い
っ
た
複
数
の
争
点
が
含
ま
れ
、
こ
う
し
た
争
点
を
め
ぐ
っ
て
政
党
間
の
違
い
が

際
立
っ
た
。
キ
リ
ス
ト
教
社
会
同
盟
は
州
優
位
型
連
邦
制
を
、
社
会
民
主
党
と
自
由
民
主
党
は
連
邦
優
位
型
連
邦
制
を
、
キ
リ
ス
ト
教

民
主
同
盟
は
連
邦
・
州
均
衡
型
連
邦
制
を
構
想
し
た
。
連
邦
制
の
基
本
的
ア
イ
デ
ィ
ア
が
異
な
っ
た
だ
け
に
、
議
会
評
議
会
で
は
多
く

の
議
論
が
展
開
さ
れ
た
。

第
四
に
、
連
邦
制
問
題
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
問
題
で
も
あ
っ
た
。
ド
イ
ツ
が
戦
後
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
受
け
入
れ
ら
れ
、
そ
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
の
統
合
に
寄
与
し
う
る
に
は
い
か
な
る
政
治
体
制
が
求
め
ら
れ
る
の
か
。
連
邦
制
構
築
は
こ
う
し
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
視
点
か
ら
位
置

づ
け
ら
れ
た
。
こ
の
意
味
で
、
連
邦
制
問
題
は
単
な
る
制
度
枠
組
み
形
成
に
と
ど
ま
ら
ず
、
ド
イ
ツ
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
へ
の
向
き
合
い
方

の
試
金
石
で
も
あ
っ
た
。
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Ⅲ　

ド
イ
ツ
連
邦
制
の
経
路
依
存

１　

執
行
連
邦
主
義
と
機
能
分
割

レ
ー
ム
ブ
ル
ッ
フ
に
よ
れ
ば
、
ド
イ
ツ
連
邦
制
の
特
徴
は
﹁
執
行
連
邦
主
義
」
で
あ
る
。
執
行
連
邦
主
義
と
は
、
連
邦
が
立
法
権
限

を
有
し
、
州
が
連
邦
法
を
固
有
の
事
務
と
し
て
執
行
す
る
こ
と
で
あ
る
（Lehm

bruch 2001, 71

）。
で
は
現
在
に
続
く
ド
イ
ツ
特
有
の

執
行
連
邦
主
義
は
歴
史
的
に
は
ど
の
よ
う
な
経
路
を
た
ど
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

一
八
四
九
年
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
憲
法

執
行
連
邦
主
義
は
一
八
四
九
年
三
月
の
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
憲
法
（
パ
ウ
ル
教
会
憲
法
）
に
由
来
す
る
（Lehm

bruch 2001, 71, 75; 

Lehm
bruch 2004, 343

）。
三
月
革
命
時
に
起
案
さ
れ
結
局
は
実
現
し
な
か
っ
た
こ
の
憲
法
は
、
ア
メ
リ
カ
連
邦
制
に
倣
っ
て
上
院
方

式
を
採
用
す
る
と
同
時
に
ア
メ
リ
カ
・
モ
デ
ル
と
は
異
な
る
執
行
連
邦
主
義
を
取
り
入
れ
た
。
帝
国
と
諸
邦
国
の
間
で
機
能
分
割
を
行

い
、
連
邦
が
立
法
、
諸
邦
国
が
連
邦
法
を
執
行
す
る
。
固
有
の
行
政
が
限
ら
れ
た
帝
国
は
諸
邦
国
の
執
行
を
監
督
す
る
。
こ
う
し
た
機

能
分
割
は
諸
邦
国
の
君
主
制
構
造
を
侵
害
し
な
い
仕
組
み
と
し
て
導
入
さ
れ
た
（K

ilper/Lhotta 1996, 46

）。

し
た
が
っ
て
一
八
四
九
年
憲
法
は
、
一
方
で
は
ド
イ
ツ
連
邦
、
第
二
帝
制
、
ワ
イ
マ
ー
ル
共
和
制
、
そ
し
て
戦
後
連
邦
制
で
採
用
さ

れ
な
か
っ
た
上
院
方
式
を
制
度
化
し
た
点
で
後
の
連
邦
制
と
断
絶
し
、
他
方
で
は
執
行
連
邦
主
義
を
導
入
し
た
こ
と
で
第
二
帝
制
、
ワ

イ
マ
ー
ル
共
和
制
、
戦
後
連
邦
制
に
連
続
す
る
。
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第
二
帝
制

一
八
四
九
年
憲
法
で
は
じ
め
て
登
場
し
た
執
行
連
邦
主
義
は
、
北
ド
イ
ツ
連
邦
と
第
二
帝
制
で
踏
襲
さ
れ
た
。
そ
の
理
由
は
ビ
ス
マ

ル
ク
に
よ
る
諸
邦
国
の
統
合
戦
略
に
あ
る
。
南
ド
イ
ツ
の
諸
邦
国
を
北
ド
イ
ツ
連
邦
に
加
入
さ
せ
る
う
え
で
、
邦
国
が
す
で
に
行
政
国

家
で
あ
り
官
僚
制
を
有
し
て
い
た
事
実
を
前
提
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
ビ
ス
マ
ル
ク
は
邦
国
の
行
政
官
僚
制

を
維
持
し
な
が
ら
ド
イ
ツ
統
一
国
家
を
樹
立
す
る
た
め
に
、
帝
国
に
立
法
権
限
、
そ
し
て
邦
国
に
行
政
権
限
を
認
め
る
制
度
と
し
て
執

行
連
邦
主
義
を
導
入
し
た
（Lehm

bruch 2001, 79, 83

）。
換
言
す
れ
ば
、
ド
イ
ツ
が
一
八
七
一
年
に
国
民
国
家
建
設
を
行
う
以
前
に

す
で
に
各
邦
が
近
代
官
僚
国
家
と
し
て
国
家
形
成
を
終
え
て
い
た
こ
と
が
執
行
連
邦
主
義
を
採
用
し
た
理
由
で
あ
り
、
執
行
連
邦
主
義

は
ド
イ
ツ
の
経
済
的
・
法
的
な
統
一
性
を
実
現
す
べ
く
機
能
し
た
。

と
こ
ろ
で
一
八
六
七
年
か
ら
一
八
七
八
年
ま
で
帝
国
議
会
で
多
数
を
占
め
た
の
は
国
民
自
由
主
義
者
（N

ationalliberalen

）
で
あ
っ

た
。
ビ
ス
マ
ル
ク
は
自
由
主
義
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
と
の
妥
協
に
よ
っ
て
ド
イ
ツ
帝
国
憲
法
を
制
定
し
た
（Lehm

bruch 2001, 80

）。
国

民
自
由
主
義
者
ミ
ー
ケ
ル
（Johannes M

iquel
）
が
一
八
六
七
年
に
北
ド
イ
ツ
連
邦
議
会
で
、
法
の
統
一
（R

echtseinheit

）
は
国
民

国
家
（N

ationalstaat

）
を
建
設
す
る
た
め
の
必
要
条
件
だ
と
述
べ
た
よ
う
に
（Lehm

bruch 2001, 80

）、
国
民
自
由
主
義
者
は
ド
イ

ツ
が
小
規
模
国
家
に
分
立
し
て
い
る
状
況
を
経
済
的
・
法
的
な
統
一
の
決
定
的
な
阻
害
要
因
と
捉
え
、
帝
国
建
設
に
よ
っ
て
経
済
的
・

法
的
統
一
性
を
目
指
し
た
（Lehm

bruch 1998, 109

）。
ビ
ス
マ
ル
ク
は
自
由
主
義
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
と
妥
協
し
て
ド
イ
ツ
帝
国
憲
法

を
制
定
し
た
（Lehm

bruch 2001, 80

）。
彼
は
国
民
自
由
主
義
者
と
考
え
方
を
共
有
し
、
北
ド
イ
ツ
連
邦
と
第
二
帝
制
の
帝
国
議
会

と
連
邦
参
議
院
を
通
じ
て
多
く
の
統
一
的
（unitarisch

）
な
立
法
を
行
い
、
ド
イ
ツ
の
﹁
統
一
化
（U

nitarisierung

）」
を
推
進
し
た

（Lehm
bruch 1998, 109; Lehm

bruch 2001, 77, 80

）。
こ
れ
に
よ
っ
て
一
定
程
度
の
﹁
生
活
状
態
の
統
一
性
」
が
も
た
ら
さ
れ
た
の

で
あ
る
（Lehm

bruch 1998, 109-110

）。
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帝
国
に
は
一
八
四
九
年
憲
法
よ
り
も
包
括
的
な
立
法
権
限
が
与
え
ら
れ
た
（K

ilper/Lhotta 1996, 47; Lehm
bruch 1998, 60

）。

﹁
法
の
統
一
性
と
経
済
の
統
一
性
（R

echts-und W
irtschaftseinheit

）」
を
進
め
る
う
え
で
も
っ
と
も
重
要
な
仕
組
み
が
帝
国
憲
法
第

四
条
の
﹁
競
合
的
立
法
権
限
（konkurrierende G

esetzgebungskom
petenz

）」
で
あ
る
（Lehm

bruch 2001, 81; Lehm
bruch 2004, 

346

）。
帝
国
議
会
は
競
合
的
立
法
権
限
を
行
使
し
て
、
刑
法
、
刑
事
訴
訟
法
、
民
事
訴
訟
法
、
裁
判
所
法
、
民
法
、
社
会
保
険
法
（
災

害
、
疾
病
、
老
齢
年
金
）
を
制
定
し
た
。
連
邦
参
議
院
は
こ
れ
を
拒
ま
な
か
っ
た
の
で
あ
る
（Lehm

bruch 2001, 81

）。

第
二
帝
制
の
執
行
連
邦
主
義
は
、﹁
連
邦
に
よ
る
統
一
的
立
法
と
連
邦
構
成
国
に
よ
る
そ
の
執
行
」
な
い
し
は
﹁
立
法
の
統
一
化
と

執
行
の
分
散
化
」
で
あ
る
。﹁
統
一
化
」
は
他
の
連
邦
国
家
と
異
な
る
ド
イ
ツ
連
邦
制
の
特
徴
で
あ
る
。
一
八
四
九
年
憲
法
に
発
す
る

﹁
執
行
連
邦
主
義
」
は
、
北
ド
イ
ツ
連
邦
・
第
二
帝
制
に
お
け
る
統
一
化
の
﹁
決
定
的
な
推
進
力
」（Lehm

bruch 2001, 80

）
と
な
っ

た
。

ワ
イ
マ
ー
ル
共
和
制

ワ
イ
マ
ー
ル
共
和
制
は
統
一
化
を
一
段
と
進
め
た
（Lehm

bruch 1998, 109-110; K
ilper/Lhotta 1996, 49

）。
こ
の
結
果
、
ワ
イ

マ
ー
ル
共
和
制
は
連
邦
国
家
で
あ
り
な
が
ら
も
、﹁
分
権
的
単
一
国
家
（dezentralisierender Einheitsstaat

）」
の
様
相
を
呈
し
た

（R
enzsch 1991a, 27, 366

）。

ワ
イ
マ
ー
ル
共
和
制
は
執
行
連
邦
主
義
を
第
二
帝
制
か
ら
継
承
し
た
。
ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法
は
連
邦
（R

eich

）
の
立
法
権
限
を
一
八

四
九
年
憲
法
と
一
八
七
一
年
憲
法
よ
り
も
拡
大
し
、
こ
れ
を
専
属
的
立
法
権
、
競
合
的
立
法
権
、
必
要
的
立
法
権
、
大
綱
的
立
法
権

（
第
一
〇
条
）
の
四
つ
に
区
分
し
た
。
な
か
で
も
租
税
関
係
の
立
法
権
限
は
著
し
く
拡
大
し
、
ま
た
福
祉
増
進
に
関
す
る
共
和
国
の
立

法
権
を
特
別
の
条
文
と
し
て
規
定
し
た
（K

ilper/Lhotta 1996, 80-81; Lehm
bruch 1998, 110

）。
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ワ
イ
マ
ー
ル
共
和
制
で
は
、
第
一
に
第
一
次
世
界
大
戦
、
戦
時
経
済
、
ド
イ
ツ
の
敗
北
、
戦
後
の
危
機
状
況
、
戦
勝
国
に
よ
る
ド
イ

ツ
解
体
の
危
機
が
集
権
化
傾
向
を
促
し
た
こ
と
、
第
二
に
帝
制
崩
壊
後
、
統
治
権
力
を
掌
握
し
た
社
会
民
主
主
義
者
、
自
由
主
義
者
、

中
央
党
勢
力
が
と
も
に
共
和
国
の
単
一
化
を
志
向
し
た
こ
と
、
第
三
に
ド
イ
ツ
の
経
済
的
統
一
性
と
法
的
統
一
性
の
実
現
が
き
わ
め
て

重
要
な
目
標
に
な
っ
た
こ
と
か
ら
統
一
化
・
単
一
化
が
進
め
ら
れ
た
が
、
そ
の
枠
組
み
こ
そ
執
行
連
邦
主
義
で
あ
っ
た
（Lehm

bruch 

1998, 109-110; Lehm
bruch 2001, 91; K

ilper/Lhotta 1996, 49

）。

一
九
四
九
年
基
本
法

一
九
四
九
年
の
基
本
法
は
執
行
連
邦
主
義
を
継
承
し
た
。
立
法
は
専
属
的
立
法
、
競
合
的
立
法
、
大
綱
的
立
法
に
区
分
さ
れ
た
。
連

邦
は
立
法
権
限
を
有
し
、
州
は
連
邦
法
を
そ
の
﹁
固
有
の
事
務
」
と
し
て
執
行
す
る
。
文
化
、
教
育
、
放
送
、
警
察
、
地
域
自
治
、
地

域
計
画
は
国
家
と
し
て
の
州
の
主
権
的
権
限
と
さ
れ
た
。
こ
の
意
味
で
、
戦
後
連
邦
制
は
連
邦
と
州
の
主
権
分
有
体
制
と
し
て
成
立
し

た
。基

本
法
の
制
定
過
程
に
お
い
て
、
立
法
権
限
を
連
邦
、
執
行
権
限
を
州
に
認
め
る
こ
と
に
つ
い
て
は
キ
リ
ス
ト
教
民
主
同
盟
、
キ
リ

ス
ト
教
社
会
同
盟
、
社
会
民
主
党
、
自
由
民
主
党
の
間
に
見
解
の
相
違
は
な
か
っ
た
。
こ
う
し
た
機
能
分
割
は
政
党
間
の
自
明
の
コ
ン

セ
ン
サ
ス
で
あ
り
、
占
領
軍
政
府
も
こ
れ
に
異
を
唱
え
な
か
っ
た
。

で
は
、
な
ぜ
戦
後
も
機
能
分
割
に
よ
る
執
行
連
邦
主
義
が
踏
襲
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
第
一
の
理
由
は
、
戦
後
ド
イ
ツ
の
国
家
形

成
過
程
の
特
質
に
あ
る
。
第
二
次
世
界
大
戦
で
無
条
件
降
伏
し
、
中
央
政
府
機
構
を
失
っ
た
ド
イ
ツ
は
、
戦
後
の
統
治
体
形
成
を
中
央

か
ら
で
は
な
く
地
域
（
州
）
か
ら
始
め
た
。
一
九
四
九
年
基
本
法
に
よ
っ
て
西
ド
イ
ツ
国
家
が
形
成
さ
れ
る
が
、
そ
れ
以
前
に
す
で
に

州
は
憲
法
、
議
会
、
政
府
を
備
え
た
独
自
の
政
治
体
に
な
り
、
行
政
を
担
っ
て
い
た
。
執
行
連
邦
主
義
が
採
用
さ
れ
た
背
景
に
は
こ
う
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し
た
地
域
政
治
体
形
成
か
ら
連
邦
政
治
体
形
成
へ
の
推
移
が
あ
る
。

地
域
政
治
体
形
成
か
ら
連
邦
政
治
体
形
成
へ
の
途
は
、
邦
国
の
形
成
を
前
提
に
第
二
帝
制
が
建
設
さ
れ
た
経
路
と
近
似
し
て
い
る
。

近
代
官
僚
国
家
と
し
て
の
邦
国
が
第
二
帝
制
以
前
に
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
、
ビ
ス
マ
ル
ク
に
よ
る
執
行
連
邦
主
義
の
導
入
を
も
た
ら

し
た
理
由
で
あ
る
。
こ
れ
と
同
様
に
戦
後
、
執
行
体
と
し
て
す
で
に
州
が
構
築
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
執
行
連
邦
主
義
の
採
用
を
促
し
た

の
で
あ
る
。

第
二
の
理
由
は
、
戦
後
ド
イ
ツ
の
政
策
理
念
に
関
わ
る
。
戦
後
ド
イ
ツ
の
中
心
的
な
政
策
理
念
は
﹁
生
活
状
態
の
統
一
性
（Einheit 

der Lebensverhältnisse
）」
の
実
現
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
は
第
二
帝
制
や
ワ
イ
マ
ー
ル
共
和
制
と
決
定
的
に
異
な
る
。﹁
生
活
状
態
の

統
一
性
」
と
い
う
理
念
は
一
九
四
九
年
基
本
法
に
掲
げ
ら
れ
た
（K

ilper/Lhotta 1996, 182

）。
基
本
法
第
七
二
条
は
﹁
法
の
統
一
性

ま
た
は
経
済
の
統
一
性
を
維
持
し
、
と
く
に
一
つ
の
州
の
領
域
を
超
え
る
生
活
状
態
の
統
一
性
を
維
持
す
る
の
に
必
要
」
な
場
合
、
連

邦
が
競
合
的
立
法
を
行
う
と
定
め
る
。
こ
の
よ
う
に
生
活
状
態
の
統
一
性
な
い
し
は
均
質
的
な
生
活
条
件
の
維
持
は
ド
イ
ツ
連
邦
制
の

立
法
お
よ
び
政
策
の
基
準
で
あ
り
（Lehm

bruch 1996, 176; R
enzsch 1991b, 73

）、
ま
さ
に
﹁
ド
イ
ツ
連
邦
制
の
憲
法
的
ミ
ッ
シ
ョ

ン
」（Jeffery 1999b, 330

）
で
あ
る
。﹁
生
活
状
態
の
統
一
性
」
は
、
第
二
帝
制
と
ワ
イ
マ
ー
ル
共
和
制
で
端
緒
的
に
始
ま
っ
て
い
た

単
一
的
な
発
展
方
向
を
戦
後
ド
イ
ツ
が
さ
ら
に
推
し
進
め
る
理
念
で
あ
っ
た
（K

ilper/Lhotta 1996, 151-153

）。
生
活
状
態
の
統
一

性
を
実
現
す
る
連
邦
制
原
理
こ
そ
執
行
連
邦
主
義
で
あ
る
。

で
は
、
な
ぜ
第
二
帝
制
や
ワ
イ
マ
ー
ル
共
和
制
と
は
違
っ
て
、
戦
後
﹁
生
活
状
態
の
統
一
性
」
が
明
示
的
に
目
標
に
掲
げ
ら
れ
た
の

で
あ
ろ
う
か
。
一
九
四
五
年
後
の
ド
イ
ツ
は
、
敗
戦
に
よ
る
破
局
に
直
ち
に
取
り
組
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
ア
メ
リ
カ
と
イ
ギ

リ
ス
の
占
領
軍
政
府
が
と
く
に
注
視
し
た
の
は
、
両
占
領
地
区
の
生
活
条
件
が
ソ
連
と
フ
ラ
ン
ス
の
占
領
地
区
よ
り
も
劣
悪
な
こ
と
で

あ
る
。
両
占
領
地
区
に
工
業
地
帯
が
あ
る
と
は
い
え
、
戦
争
被
害
は
中
部
ド
イ
ツ
の
農
業
地
帯
よ
り
も
大
き
か
っ
た
。
ア
メ
リ
カ
と
イ
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ギ
リ
ス
の
占
領
地
区
は
東
部
地
域
か
ら
一
〇
〇
〇
万
人
も
の
難
民
を
受
け
入
れ
た
（R

enzsch 1991a, 39-40

）。
戦
争
被
害
へ
の
対
処
、

負
担
調
整
、
避
難
民
問
題
、
豊
か
な
州
と
貧
し
い
州
の
財
政
格
差
の
克
服
は
喫
緊
の
課
題
で
あ
り
（Scharpf 1988, 244

）、
実
際
に
諸

州
の
行
政
官
は
統
一
的
な
生
活
水
準
の
実
現
に
関
心
を
寄
せ
た
の
で
あ
る
（Lehm

bruch 1978, 168

）。
こ
の
よ
う
な
背
景
で
一
九
四

九
年
基
本
法
は
第
二
〇
条
で
﹁
社
会
国
家
」
建
設
を
謳
っ
た
。
執
行
連
邦
主
義
は
、
ド
イ
ツ
全
体
の
生
活
条
件
の
統
一
性
を
目
指
す
社

会
国
家
建
設
に
不
可
欠
の
制
度
原
理
な
の
で
あ
る
（H

esse 1962, 131; K
ilper/Lhotta 1996, 162; R

enzsch 2002, 198

）。

２　

連
邦
参
議
院
と
上
院

神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
、
ラ
イ
ン
同
盟
、
ド
イ
ツ
連
邦

連
邦
参
議
院
は
州
が
連
邦
の
立
法
に
参
画
・
協
働
す
る
た
め
の
制
度
で
あ
る
。
連
邦
参
議
院
は
第
二
帝
制
で
設
け
ら
れ
、
ワ
イ
マ
ー

ル
共
和
制
を
経
て
今
日
に
至
る
が
、
そ
の
地
位
と
権
限
は
歴
史
の
な
か
で
変
化
し
て
き
た
。

連
邦
参
議
院
の
起
源
は
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
に
遡
る
。
九
三
六
年
に
設
立
さ
れ
た
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
は
一
六
六
三
年
に
帝
国
議
会
を

レ
ー
ゲ
ン
ス
ブ
ル
ク
に
お
い
た
。
帝
国
議
会
は
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
の
各
構
成
体
の
代
表
で
構
成
さ
れ
、
帝
国
の
崩
壊
（
一
八
〇
六
年
）

ま
で
存
続
し
た
。
そ
の
後
ナ
ポ
レ
オ
ン
は
、
ラ
イ
ン
同
盟
（R

heinbund

）（
一
八
〇
六
年

－

一
八
一
三
年
）
を
創
設
し
、
フ
ラ
ン
ク
フ

ル
ト
に
連
邦
議
会
（B

undestag

）
を
設
け
た
。
連
邦
議
会
は
レ
ー
ゲ
ン
ス
ブ
ル
ク
の
帝
国
議
会
を
継
承
し
、
ド
イ
ツ
の
諸
侯
の
代
表

が
メ
ン
バ
ー
に
な
っ
た
。
ラ
イ
ン
同
盟
は
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
敗
北
と
と
も
に
一
八
一
三
年
に
終
焉
し
た
（Lehm

bruch 2004, 343; M
au-

rer 2007, 288; R
enzsch 1991a, 27

）。

一
八
一
五
年
の
ウ
ィ
ー
ン
会
議
後
、
三
八
の
ド
イ
ツ
の
諸
邦
国
と
自
由
都
市
の
国
家
連
合
（Staatenbund

）
と
し
て
ド
イ
ツ
連
邦
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（D
eutscher B

und

）
が
成
立
し
、
一
八
六
六
年
ま
で
続
い
た
。
ド
イ
ツ
連
邦
は
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
に
連
邦
議
会
を
開
設
し
、
全
六
九
票

の
う
ち
四
票
を
有
す
る
オ
ー
ス
ト
リ
ア
が
主
宰
し
た
。
連
邦
議
会
は
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
の
帝
国
議
会
に
倣
っ
て
構
成
国
の
代
表
で
構
成

さ
れ
、
代
表
は
邦
国
政
府
の
指
示
に
拘
束
さ
れ
た
。
こ
う
し
た
連
邦
参
議
院
方
式
（B

undesratsprinzip

）
は
そ
の
後
、
一
九
世
紀
半

ば
を
除
い
て
継
承
さ
れ
る
の
で
あ
る
（Lehm

bruch 1998, 226; Lehm
bruch 2004, 343; M

aurer 2007, 288; R
enzsch 1991a, 29

）。

一
八
四
九
年
憲
法

一
八
四
八
年
革
命
は
連
邦
参
議
院
方
式
を
採
用
し
な
か
っ
た
。
一
八
四
八
年
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
の
パ
ウ
ル
教
会
で
憲
法
制
定
国
民

議
会
が
開
か
れ
た
。
こ
こ
で
連
邦
国
家
建
設
の
モ
デ
ル
に
な
っ
た
の
が
ア
メ
リ
カ
と
ス
イ
ス
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
憲
法
は
国
民

院
（Volkshaus

）
と
諸
邦
院
（Staatenhaus

）
の
二
院
制
を
定
め
た
。
諸
邦
院
は
ア
メ
リ
カ
型
の
上
院
方
式
（Senatsprinzip

）
を
採

用
し
、
構
成
員
は
半
数
を
諸
邦
の
政
府
が
、
半
数
を
諸
邦
の
議
会
が
任
命
す
る
。
前
者
は
邦
政
府
の
指
示
に
拘
束
さ
れ
な
い
代
表
で
あ

る
（Lehm

bruch 2004, 343; 

高
田 29-31

）。

第
二
帝
制

ド
イ
ツ
連
邦
制
史
の
決
定
的
な
転
換
点
（critical juncture
）
が
一
八
六
七
年
か
ら
一
八
七
八
年
の
第
二
帝
制
創
建
期
で
あ
る

（Lehm
bruch 2001, 77

） 

。
ビ
ス
マ
ル
ク
が
連
邦
制
国
家
を
構
築
す
る
に
あ
た
っ
て
考
慮
し
た
要
因
は
、
第
一
に
プ
ロ
イ
セ
ン
以
外
の

邦
国
を
ど
の
よ
う
な
政
治
手
続
き
に
組
み
込
む
の
か
、
第
二
に
プ
ロ
イ
セ
ン
の
覇
権
的
地
位
を
い
か
に
確
保
す
る
か
、
第
三
に
自
由
主

義
勢
力
と
い
か
に
妥
協
を
図
る
の
か
、
第
四
に
連
邦
政
府
の
議
会
化
を
ど
の
よ
う
に
阻
止
す
る
か
で
あ
る
。

こ
う
し
た
関
心
か
ら
ビ
ス
マ
ル
ク
は
、
ア
メ
リ
カ
の
上
院
な
い
し
は
イ
ギ
リ
ス
の
上
院
を
モ
デ
ル
に
す
べ
き
と
の
主
張
を
容
れ
ず
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（Lehm
bruch 2001, 83-84

）、
ド
イ
ツ
連
邦
の
連
邦
参
議
院
方
式
を
取
り
入
れ
た
。
連
邦
参
議
院
の
メ
ン
バ
ー
は
邦
国
政
府
代
表
で
あ

り
、
実
際
に
は
邦
国
の
高
級
官
僚
で
あ
っ
た
（K

ilper/Lhotta 1996, 115

）。
連
邦
参
議
院
の
構
成
員
は
同
時
に
帝
国
議
会
の
構
成
員

に
な
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
帝
国
議
会
に
出
席
し
、
議
案
に
つ
い
て
意
見
を
述
べ
る
権
利
を
有
し
た
。
必
要
な
議
案
は
連
邦
参
議
院

の
決
定
に
従
い
、
皇
帝
の
名
に
お
い
て
帝
国
議
会
に
提
出
さ
れ
る
。
帝
国
憲
法
第
五
条
が
﹁
帝
国
の
立
法
権
は
、
連
邦
参
議
院
お
よ
び

帝
国
議
会
が
こ
れ
を
行
使
す
る
。
帝
国
法
律
が
可
決
さ
れ
る
に
は
、
こ
れ
ら
両
者
の
集
会
の
過
半
数
に
よ
る
議
決
が
一
致
す
る
こ
と
が

必
要
で
あ
り
、
そ
れ
で
十
分
で
あ
る
」
と
定
め
た
よ
う
に
、
連
邦
参
議
院
は
立
法
上
の
同
意
権
を
有
し
た
（R

enzsch 1991b, 32; 

高

田 84

）。
ビ
ス
マ
ル
ク
は
、
連
邦
参
議
院
を
連
邦
議
会
に
対
す
る
対
重
（G

egengew
icht

）
と
位
置
づ
け
た
。
彼
が
連
邦
参
議
院
を
設
け
た
狙

い
は
、
自
由
主
義
者
が
求
め
る
連
邦
政
府
の
議
会
化
を
阻
む
防
波
堤
に
す
る
こ
と
、
プ
ロ
イ
セ
ン
支
配
を
堅
固
に
す
る
こ
と
、
バ
イ
エ

ル
ン
な
ど
の
邦
国
官
僚
制
を
帝
国
の
立
法
過
程
に
参
加
さ
せ
て
取
り
込
む
こ
と
に
あ
っ
た
。

レ
ー
ム
ブ
ル
ッ
フ
に
よ
れ
ば
、
連
邦
参
議
院
は
﹁
連
邦
国
家
構
造
の
も
っ
と
も
独
自
の
要
素
」（Lehm

bruch 2001, 83

）
で
あ
る
。

ビ
ス
マ
ル
ク
は
連
邦
参
議
院
を
﹁
交
渉
シ
ス
テ
ム
（Verhandlungssystem

）」
の
機
関
と
し
て
機
能
さ
せ
た
（Lehm

bruch 2001, 85-

86

）。
一
九
一
七
年
に
ト
リ
ー
ペ
ル
（H

einrich Triepel
）
は
、
重
要
な
連
邦
法
は
連
邦
官
僚
が
邦
国
政
府
と
交
渉
し
た
後
に
制
定
さ
れ

る
と
述
べ
た
が
、
実
際
に
ビ
ス
マ
ル
ク
と
そ
の
後
任
は
重
要
法
案
を
連
邦
参
議
院
に
提
出
す
る
に
先
立
っ
て
、
事
前
に
大
き
な
邦
国
、

と
り
わ
け
バ
イ
エ
ル
ン
政
府
と
非
公
式
に
交
渉
し
、
合
意
を
取
り
付
け
た
（Lehm

bruch 2001, 86; Lehm
bruch 1998, 64; Lehm

-

bruch 1996, 172-173

）。
例
え
ば
租
税
立
法
に
つ
い
て
は
連
邦
参
議
院
に
上
程
さ
れ
る
前
に
帝
国
財
務
官
僚
と
邦
国
財
務
大
臣
の
協
議

が
行
わ
れ
る
の
が
常
で
あ
っ
た
。
一
九
一
六
年
に
ル
ド
ル
フ
・
ス
メ
ン
ト
（R

udolf Sm
end

）
は
ビ
ス
マ
ル
ク
の
連
邦
制
を
﹁
諸
侯
と

官
僚
の
カ
ル
テ
ル
」（Lehm

bruch 1998, 64

）
と
称
し
た
通
り
で
あ
る
。
連
邦
参
議
院
は
交
渉
に
よ
る
合
意
を
確
認
す
る
場
に
な
っ
た
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（R
enzsch 1991a, 34

）。
今
日
の
連
邦
参
議
院
に
見
ら
れ
る
交
渉
方
式
（Verhandlungsstil

）
は
、
ビ
ス
マ
ル
ク
時
代
に
刻
印
さ
れ
た

政
府
間
取
引
（intergovernm

ental bargaining

）
を
継
承
し
て
い
る
（Lehm
bruch 1996,172-173

）。
第
二
帝
制
と
戦
後
連
邦
制
に
は

﹁
著
し
い
制
度
的
連
続
性
」
が
明
ら
か
で
あ
る
（Lehm

bruch 2001, 87-88

）。

ワ
イ
マ
ー
ル
共
和
制

さ
て
、
ワ
イ
マ
ー
ル
共
和
制
の
憲
法
制
定
に
お
い
て
も
、
連
邦
参
議
院
方
式
か
上
院
方
式
か
の
選
択
が
争
点
に
な
っ
た
。
一
九
一

九
年
初
め
、
プ
ロ
イ
ス
（H

ugo Preuß

）
は
最
初
の
内
務
大
臣
と
し
て
ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法
の
起
草
に
関
わ
っ
た
。
彼
は
帝
国
の
崩
壊

を
前
に
し
て
、
第
二
帝
制
の
連
邦
制
を
作
り
変
え
る
機
会
と
捉
え
、
分
権
的
な
単
一
国
家
モ
デ
ル
の
実
現
を
目
指
し
た
（Lehm

bruch 

2001, 91

）。
彼
は
一
八
四
九
年
の
上
院
方
式
を
採
用
し
、
州
議
会
で
選
出
さ
れ
る
メ
ン
バ
ー
で
構
成
す
る
諸
邦
院
（Staatenhaus

）
を

設
け
よ
う
と
し
た
。
し
か
し
、
再
建
さ
れ
た
州
政
府
の
抵
抗
に
あ
っ
て
、
上
院
方
式
を
す
ぐ
に
撤
回
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
（Lehm

-

bruch 2001, 92; Lehm
bruch 2004, 345

）。

ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法
は
連
邦
の
構
成
国
政
府
代
表
か
ら
な
る
連
邦
参
議
院
方
式
に
基
づ
く
共
和
国
参
議
院
（R

eichsrat

）
を
設
け
た
。

共
和
国
参
議
院
に
は
、
第
二
帝
制
の
連
邦
参
議
院
が
有
し
た
立
法
同
意
権
が
与
え
ら
れ
ず
、
共
和
国
議
会
（R

eichstag

）
の
三
分
の
二

の
多
数
で
破
棄
さ
れ
る
停
止
的
拒
否
権
（ein suspensives Veto, Einspruchsrecht

）
の
み
認
め
ら
れ
た
。
共
和
国
の
立
法
に
対
す
る

共
和
国
参
議
院
の
影
響
力
は
決
定
的
に
弱
め
ら
れ
た
（R

enzsch 1991b, 36

）。
た
だ
し
、
連
邦
政
府
が
弱
体
の
た
め
、
州
の
地
位
は

憲
法
が
予
定
し
た
よ
り
も
実
際
に
は
強
か
っ
た
（R

enzsch 1991b, 36
）。
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一
九
四
九
年
基
本
法

一
九
四
九
年
の
基
本
法
に
よ
っ
て
、
連
邦
参
議
院
は
連
邦
大
統
領
、
連
邦
首
相
、
連
邦
議
会
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
と
な
ら
ぶ
連
邦
機

関
の
一
つ
と
し
て
設
け
ら
れ
た
。
連
邦
参
議
院
の
成
立
過
程
に
は
以
下
の
特
徴
が
あ
る
（
北
住 2005

）。

第
一
に
、
基
本
法
制
定
過
程
で
は
上
院
方
式
と
連
邦
参
議
院
方
式
の
い
ず
れ
を
選
択
す
る
か
が
大
き
な
争
点
に
な
っ
た
。
対
立
の

背
景
に
は
、
連
邦
の
立
法
過
程
に
お
け
る
政
党
と
官
僚
制
の
影
響
力
に
関
す
る
評
価
の
違
い
が
あ
っ
た
。
上
院
方
式
に
賛
成
す
る
側

は
、
連
邦
参
議
院
方
式
で
は
州
政
府
代
表
が
構
成
メ
ン
バ
ー
に
な
る
た
め
官
僚
制
支
配
が
生
じ
る
と
主
張
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
連
邦

参
議
院
方
式
を
求
め
る
側
は
、
上
院
は
連
邦
議
会
と
同
様
に
政
党
支
配
の
具
に
な
る
と
批
判
し
た
。
議
会
評
議
会
議
長
ア
デ
ナ
ウ
ア
ー

（K
onrad A

denauer

）
が
折
衷
案
を
示
し
た
が
、
最
終
的
に
は
連
邦
参
議
院
方
式
が
採
用
さ
れ
た
。

第
二
に
、
上
院
方
式
を
求
め
る
社
会
民
主
党
と
連
邦
参
議
院
方
式
を
目
指
す
キ
リ
ス
ト
教
民
主
同
盟
・
キ
リ
ス
ト
教
社
会
同
盟
の
間

で
、
前
者
が
要
求
す
る
税
財
政
制
度
を
後
者
が
認
め
る
一
方
、
前
者
は
上
院
方
式
を
断
念
し
連
邦
参
議
院
方
式
を
受
け
入
れ
る
と
い
う

妥
協
が
成
立
し
た
。

第
三
に
、
戦
後
連
邦
参
議
院
は
、
立
法
対
象
に
よ
っ
て
は
同
意
権
を
有
す
る
点
で
第
二
帝
制
の
連
邦
参
議
院
と
同
様
で
あ
り
、
ワ

イ
マ
ー
ル
共
和
制
参
議
院
と
は
異
な
る
。
ま
た
連
邦
参
議
院
は
停
止
的
拒
否
権
を
備
え
る
点
で
、
第
二
帝
制
の
連
邦
参
議
院
と
相
違

す
る
一
方
、
ワ
イ
マ
ー
ル
共
和
制
参
議
院
と
同
じ
で
あ
る
。
戦
後
連
邦
参
議
院
は
ワ
イ
マ
ー
ル
共
和
制
の
参
議
院
よ
り
も
強
化
さ
れ

（Lehm
bruch 1998, 79, 136

）、
州
は
連
邦
参
議
院
の
立
法
に
対
す
る
参
画
・
協
働
を
強
め
た
の
で
あ
る
。
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３　

財
政
連
邦
主
義
と
分
離
・
結
合
財
政

第
二
帝
制

連
邦
制
の
財
政
制
度
に
は
﹁
結
合
方
式
（Verbundsystem

）」
と
﹁
分
離
方
式
（Trennsystem

）」
が
あ
る
。
前
者
で
は
、
税
収
を

連
邦
と
構
成
単
位
で
共
有
し
た
う
え
で
、
こ
れ
を
両
者
で
配
分
す
る
。
後
者
で
は
、
連
邦
と
構
成
国
が
そ
れ
ぞ
れ
独
自
に
租
税
立
法
権

と
税
収
権
限
を
有
し
、
両
者
間
の
税
収
の
共
有
・
配
分
は
な
い
（K

ilper/Lhotta 1996, 106

）。
ド
イ
ツ
連
邦
制
史
で
は
、
こ
の
い
ず

れ
を
選
択
す
る
の
か
、
両
者
の
関
係
は
い
か
に
あ
る
べ
き
か
が
争
わ
れ
た
。

第
二
帝
制
の
創
建
者
ビ
ス
マ
ル
ク
は
税
財
政
分
離
方
式
を
採
用
し
た
（Lehm

bruch 1998, 61

）。
な
ぜ
な
ら
、
ビ
ス
マ
ル
ク
は

帝
国
を
財
政
的
に
自
立
さ
せ
、
同
時
に
各
邦
国
の
政
治
体
と
し
て
の
存
立
を
損
な
わ
な
い
財
政
シ
ス
テ
ム
を
狙
っ
た
か
ら
で
あ
る

（Lehm
bruch 2001, 89

）。

一
八
七
一
年
の
帝
国
憲
法
は
第
三
五
条
で
ド
イ
ツ
史
上
初
め
て
税
源
配
分
を
定
め
た
（Lehm

bruch 2001, 88

）。
帝
国
の
税
収
は
関

税
、
郵
便
・
電
信
収
入
、
塩
・
タ
バ
コ
・
砂
糖
の
間
接
税
、
邦
国
の
税
収
は
直
接
税
で
あ
る
。
帝
国
の
税
収
が
不
足
す
る
場
合
、
帝
国

議
会
と
連
邦
参
議
院
が
決
め
る
分
担
金
（M

atrikularbeiträge

）
を
邦
国
が
帝
国
に
収
め
る
。
邦
国
の
人
口
数
に
応
じ
て
算
出
さ
れ
る

分
担
金
制
度
は
帝
国
税
（R

eichssteuern

）
の
導
入
ま
で
の
暫
定
措
置
で
あ
っ
た
（Lehm

bruch 1998, 61

）。
邦
国
間
の
財
政
力
を
調

整
す
る
水
平
的
財
政
調
整
は
制
度
化
さ
れ
て
い
な
い
（R

enzsch 1991b, 20

）。
帝
国
憲
法
第
四
条
は
、
関
税
お
よ
び
消
費
税
に
関
す

る
連
邦
の
専
属
的
立
法
権
を
規
定
し
た
。
た
だ
し
租
税
立
法
権
は
連
邦
に
一
元
化
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
邦
国
は
所
得
や
財
産
等
へ
の

課
税
（
所
得
税
・
財
産
税
）
に
関
す
る
租
税
立
法
権
を
有
し
た
（Lehm

bruch 2001, 88-89; R
enzsch 1991a, 34

）。﹁
帝
国
は
邦
国
の

被
賄
い
人
（K

ostgänger der Länder

）」
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
帝
国
財
政
は
邦
国
に
依
存
し
た
。
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﹁
税
財
政
分
離
方
式
」
は
帝
国
の
財
政
需
要
に
対
応
す
る
も
の
で
は
な
く
、
帝
国
は
か
な
り
の
負
債
を
抱
え
（R

enzsch 1991, 

20
）、
税
財
政
制
度
の
手
直
し
が
迫
ら
れ
た
。
第
一
に
、
ビ
ス
マ
ル
ク
は
一
八
七
九
年
に
保
護
関
税
法
を
制
定
し
た
。
中
央
党
議
員
フ

ラ
ン
ケ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
（Freiherr von Franckenstein

）
の
提
案
で
、
帝
国
に
は
年
一
億
三
千
万
マ
ル
ク
ま
で
の
関
税
収
入
を
認
め
、

こ
れ
を
越
え
る
分
は
邦
国
の
収
入
と
し
た
（Lehm

bruch 1998, 62

）。
第
二
に
、
一
九
〇
四
年
の
財
政
改
革
は
フ
ラ
ン
ケ
ン
シ
ュ
タ
イ

ン
条
項
を
廃
止
し
、
一
九
〇
六
年
の
改
革
は
帝
国
最
初
の
直
接
税
と
し
て
相
続
税
（Erbschaftssteuer

）
を
導
入
し
た
（
藤
本, 349

）。

相
続
税
は
ド
イ
ツ
で
初
め
て
の
共
同
税
（gem

einschaftliche Steuer

）
で
あ
り
、
税
収
は
一
定
の
比
率
で
帝
国
と
邦
国
の
間
で
配
分

さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
連
邦
と
構
成
国
の
間
の
財
政
的
結
節
（finanzw

irtschaftliche Verflechtung

）
の
端
緒
的
な
形
成
を
意
味
す

る
（Lehm

bruch 2001, 91; Lehm
bruch 1998, 61, 62

）。
し
か
し
、﹁
帝
国
は
邦
国
の
被
賄
い
人
」
と
い
っ
た
状
況
は
変
わ
ら
ず
、
ま

た
邦
国
間
の
財
政
力
の
相
違
は
解
決
さ
れ
な
い
ま
ま
で
あ
っ
た
（Lehm

bruch 2001, 90

）。

経
路
依
存
の
観
点
か
ら
第
二
帝
制
の
財
政
連
邦
主
義
を
見
れ
ば
、
次
の
特
徴
が
明
ら
か
で
あ
る
。
第
二
帝
制
の
税
制
は
基
本
的
に

は
﹁
分
離
方
式
」
で
あ
っ
た
た
め
に
、
一
九
五
五
年
と
一
九
六
九
年
の
財
政
改
革
を
経
て
確
立
し
た
戦
後
連
邦
制
の
﹁
結
合
方
式
」
と

の
直
接
的
な
連
続
性
は
な
い
。
た
だ
し
、
相
続
税
の
導
入
に
よ
っ
て
財
政
結
節
の
﹁
端
緒
」
が
形
成
さ
れ
た
点
で
戦
後
連
邦
制
に
繋
が

る
側
面
は
看
過
で
き
な
い
。
ま
た
第
二
帝
制
は
邦
国
間
の
財
政
調
整
制
度
を
も
た
な
い
の
で
戦
後
連
邦
制
と
断
絶
し
て
い
る
。
し
た

が
っ
て
、
レ
ー
ム
ブ
ル
ッ
フ
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
第
二
帝
制
の
財
政
制
度
に
は
今
日
の
連
邦
制
と
の
直
接
的
な
連
続
性
が
な
い
が

（Lehm
bruch 2001, 88

）、
そ
の
萌
芽
形
態
は
見
出
せ
る
の
で
あ
る
。

ワ
イ
マ
ー
ル
共
和
制

第
二
帝
制
の
税
財
政
シ
ス
テ
ム
を
大
き
く
変
え
た
の
が
ワ
イ
マ
ー
ル
共
和
制
で
あ
る
。
ワ
イ
マ
ー
ル
共
和
制
の
税
財
政
制
度
は
、
中
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央
党
の
共
和
国
蔵
相
エ
ル
ツ
ベ
ル
ガ
ー
（M

atthias Erzberger

）
に
よ
る
一
九
一
九
年
の
抜
本
的
な
財
政
改
革
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ

た
（
武
田, 168-175

）。
彼
が
直
面
し
た
問
題
は
、
第
二
帝
制
の
財
政
シ
ス
テ
ム
の
脆
弱
性
、
ド
イ
ツ
の
敗
戦
が
も
た
ら
し
た
莫
大
な

戦
争
被
害
、
財
政
危
機
で
あ
る
（Lehm

bruch 1996, 174; Lehm
bruch 2004a, 350

）。
第
一
次
世
界
大
戦
下
で
、
財
政
力
の
弱
い
ド

イ
ツ
東
部
農
業
地
域
か
ら
避
難
民
や
追
放
民
が
西
部
に
逃
れ
た
結
果
、
財
政
負
担
が
避
け
ら
れ
な
か
っ
た
。
し
か
も
プ
ロ
イ
セ
ン
諸

州
（Provinzen
）
の
地
域
格
差
を
財
政
調
整
に
よ
っ
て
是
正
す
る
こ
と
は
来
る
べ
き
プ
ロ
イ
セ
ン
分
割
の
た
め
に
も
必
要
で
あ
っ
た

（Lehm
bruch 2001, 100

）。

税
財
政
改
革
の
基
本
的
な
方
向
は
、
連
邦
の
財
政
的
な
単
一
化
に
よ
っ
て
財
源
配
分
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
制
度
化
す
る
こ
と
で
あ
っ

た
（Lehm

bruch 2001, 100
）。
共
和
制
を
担
う
中
央
党
、
自
由
主
義
者
、
社
会
民
主
主
義
者
が
単
一
化
を
志
向
し
た
こ
と
を
背
景
に

（R
enzsch 1991a, 37

）、
エ
ル
ツ
ベ
ル
ガ
ー
は
次
の
よ
う
な
﹁
単
一
化
さ
れ
た
税
財
政
シ
ス
テ
ム
」
を
つ
く
り
あ
げ
て
税
財
政
を
集
権

化
し
た
（Lehm

bruch 2004, 350; Lehm
bruch 1996, 174

）。

第
一
に
、
財
政
に
関
す
る
立
法
権
限
と
行
政
権
限
が
と
も
に
連
邦
に
与
え
ら
れ
た
。
第
二
帝
制
で
は
連
邦
と
邦
国
が
そ
れ
ぞ
れ
財

政
立
法
権
と
財
行
政
権
を
有
し
た
が
、
ワ
イ
マ
ー
ル
共
和
制
で
は
両
者
と
も
邦
国
か
ら
連
邦
に
集
中
化
・
一
元
化
さ
れ
た
（M

aurer 

2007, 709

）。
第
二
に
、
所
得
税
、
法
人
税
、
売
上
税
、
相
続
税
な
ど
の
基
幹
税
は
連
邦
の
税
収
と
な
っ
た
。
第
三
に
、
州
は
連
邦
の

各
税
か
ら
一
定
の
比
率
で
配
分
さ
れ
る
交
付
金
（Zuw

eisung
）
に
依
存
し
た
（M

aurer 2007, 709; R
enzsch 1991b, 21

）。
第
四
に
、

州
間
の
財
政
力
の
相
違
は
、
州
間
の
水
平
的
財
政
調
整
お
よ
び
連
邦
か
ら
の
補
充
金
（Ergänzungsanteile

）
に
よ
っ
て
調
整
さ
れ
た

（R
enzsch 1991, 21

）。

こ
う
し
た
ワ
イ
マ
ー
ル
共
和
制
の
財
政
制
度
の
基
本
的
特
質
は
、
第
二
帝
制
と
大
き
く
異
な
る
一
方
で
、
戦
後
連
邦
制
に
継
承
さ
れ

る
。
第
一
に
、
連
邦
と
州
の
財
政
関
係
は
ま
っ
た
く
逆
転
し
、﹁
州
は
ラ
イ
ヒ
の
被
賄
人
」
に
な
っ
た
。
第
二
に
、
第
二
帝
制
で
は
端
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緒
に
過
ぎ
な
か
っ
た
﹁
租
税
結
合
（Steuerverbund

）」
な
い
し
は
﹁
結
合
シ
ス
テ
ム
（Verbundsystem

）」（Lehm
bruch 2001, 101

）

が
制
度
化
さ
れ
た
。
結
合
シ
ス
テ
ム
が
導
入
さ
れ
た
点
に
ワ
イ
マ
ー
ル
共
和
制
と
戦
後
連
邦
制
の
連
続
性
が
あ
る
。
第
三
に
、
財
政
調

整
制
度
は
第
二
帝
制
と
の
断
絶
面
で
あ
る
が
（Lehm

bruch 2001, 100

）、
戦
後
連
邦
制
に
継
承
さ
れ
る
。

一
九
四
九
年
基
本
法

議
会
評
議
会
の
基
本
法
制
定
審
議
で
も
っ
と
も
争
わ
れ
た
テ
ー
マ
が
連
邦
財
政
制
度
で
あ
る
（M

aurer 2007, 709; 

北
住 2004

）。

新
し
い
税
財
政
制
度
に
期
待
さ
れ
た
の
は
、
ド
イ
ツ
の
経
済
的
統
一
性
の
形
成
に
資
す
る
こ
と
、
そ
し
て
豊
か
な
州
と
貧
し
い
州
の
間

の
財
政
格
差
を
是
正
す
る
こ
と
で
あ
る
（Lehm
bruch 1998, 92; R

enzsch 2004b, 378; Scharpf 1988, 244

）。
ハ
ン
ブ
ル
ク
は
一
九

四
七
年
に
は
も
っ
と
も
豊
か
な
州
で
あ
り
、
一
人
当
た
り
の
税
収
は
一
〇
七
八
ラ
イ
ヒ
ス
マ
ル
ク
で
あ
る
の
に
対
し
、
も
っ
と
も
貧
し

い
シ
ュ
レ
ス
ヴ
ィ
ッ
ヒ
・
ホ
ル
シ
ュ
タ
イ
ン
州
は
二
二
三
ラ
イ
ヒ
ス
マ
ル
ク
で
あ
っ
た
（R

enzsch 2004b, 380

）。
こ
う
し
た
状
況
下

で
、
ド
イ
ツ
全
体
の
﹁
生
活
状
態
の
統
一
性
（Eeinheitlichkeit der Lebensverhältnisse

）」
に
寄
与
す
る
税
財
政
制
度
が
目
指
さ
れ

た
の
で
あ
る
（K

ilper/Lhotta 1996, 182

）。

議
会
評
議
会
は
以
下
の
よ
う
な
税
財
政
制
度
を
構
想
し
た
。
第
一
に
、
所
得
税
、
法
人
税
、
売
上
税
に
よ
っ
て
﹁
大
租
税
結
合

（grösser Steuerverbund

）」
を
形
成
す
る
。
第
二
に
、
連
邦
は
州
に
対
し
て
人
口
数
な
い
し
は
道
路
の
長
さ
と
い
っ
た
必
要
性
尺

度
（B

edarfsschlüssel

）
に
基
づ
い
て
結
合
税
を
配
分
す
る
。
第
三
に
、
結
合
税
と
は
別
に
連
邦
は
取
引
税
と
消
費
税
（Verkehrs-u.

Verbrauch ssteuer

）
を
、
州
は
直
接
税
を
独
自
の
税
収
と
す
る
（R

enzsch 2004b, 379

）。

し
か
し
、
ド
イ
ツ
側
の
構
想
は
連
合
国
の
抵
抗
で
挫
折
し
た
。
な
ぜ
な
ら
、
連
合
国
は
連
邦
と
州
の
税
源
を
分
け
る
﹁
分
離
シ
ス
テ

ム
（Trennsystem

）」
を
導
入
す
る
こ
と
（R

enzsch 2004b, 379

）、
連
邦
権
力
を
強
化
す
る
よ
う
な
財
政
制
度
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
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い
こ
と
を
ド
イ
ツ
に
求
め
た
か
ら
で
あ
る
（M

aurer 2007, 709

）。

そ
の
結
果
、
一
九
四
九
年
基
本
法
に
は
連
合
国
の
主
張
が
反
映
し
、
財
政
制
度
は
次
の
よ
う
に
な
っ
た
。
第
一
に
、
す
べ
て
の
租
税

立
法
は
連
邦
の
権
限
で
あ
る
（R

enzsch 2004b, 379

）。
第
二
に
、
連
邦
の
税
源
は
財
政
専
売
、
関
税
、
消
費
税
、
売
上
税
、
輸
送
税

等
の
間
接
税
、
州
の
税
源
は
所
得
税
、
法
人
税
、
車
両
税
、
財
産
税
、
相
続
税
、
不
動
産
税
、
営
業
税
等
の
直
接
税
で
あ
る
（K

ilper/

Lhotta 1996,106; 
伊
東, 15

）。
第
三
に
、
連
邦
税
が
必
要
な
支
出
を
充
足
で
き
な
い
場
合
に
は
、
連
邦
参
議
院
の
同
意
を
要
す
る
連

邦
法
に
よ
っ
て
、
連
邦
は
法
人
税
と
所
得
税
の
一
部
を
州
に
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
四
に
、﹁
租
税
力
の
弱
い
州
の
給
付
能
力

を
確
保
し
、
州
の
異
な
る
財
政
支
出
を
調
整
す
る
た
め
に
」（
基
本
法
第
一
〇
六
条
）、
連
邦
の
州
へ
の
交
付
金
（Zuw

eisungen

）
と

財
政
調
整
基
金
に
よ
っ
て
州
間
の
財
政
調
整
を
行
う
（Lehm

bruch 1998,92-93; Lehm
bruch 2004a, 351; R

enzsch 2004b, 379-

380

）。
こ
う
し
た
水
平
的
財
政
調
整
の
制
度
化
は
ド
イ
ツ
側
と
連
合
国
側
の
妥
協
の
産
物
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
側
は
、
州
間
財
政
調
整
の
導
入

を
連
邦
法
に
よ
っ
て
定
め
る
こ
と
、
財
政
調
整
は
純
粋
に
州
の
事
務
と
し
て
行
う
こ
と
を
主
張
し
た
。
し
か
し
連
合
国
と
り
わ
け
ア
メ

リ
カ
は
、
連
邦
法
に
よ
る
州
間
の
財
政
調
整
は
連
邦
の
介
入
を
意
味
す
る
と
し
て
ド
イ
ツ
案
を
拒
ん
だ
。
さ
ら
に
連
合
国
は
ア
メ
リ
カ

の
補
助
金
（grants-in-aid

）
モ
デ
ル
の
採
用
を
求
め
た
が
、
ド
イ
ツ
諸
州
は
こ
れ
を
拒
否
し
た
。
な
ぜ
な
ら
、
連
邦
の
補
助
金
制
度

が
導
入
さ
れ
れ
ば
州
は
連
邦
に
財
政
的
に
依
存
す
る
こ
と
を
危
惧
し
た
か
ら
で
あ
る
（R

enzsch 2004b, 380-381

）。

一
九
四
九
年
基
本
法
は
、
当
初
ド
イ
ツ
側
が
目
指
し
た
﹁
大
租
税
結
合
」
を
実
現
す
る
も
の
で
は
な
く
、
基
本
的
に
は
﹁
分
離

シ
ス
テ
ム
（Trennsystem

）」
な
が
ら
も
﹁
結
合
税
（Verbundsteuer
）」
の
仕
組
み
を
一
部
取
り
入
れ
た
﹁
小
租
税
結
合
（kleiner 

Steuerverbund

）」
を
制
度
化
し
た
（R

enzsch 2004b, 379; Lehm
bruch 2004, 351

）。
基
本
法
は
一
九
五
二
年
一
二
月
三
一
日
ま
で

に
連
邦
法
に
よ
っ
て
連
邦
と
州
の
最
終
的
な
税
配
分
制
度
を
決
め
る
よ
う
規
定
し
た
（
基
本
法
第
一
〇
七
条
）。
こ
の
課
題
に
着
手
し
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た
の
は
一
九
五
五
年
の
財
政
改
革
で
あ
る
（R

enzsch 1991b, 69; R
enzsch 2004b, 379

）。

一
九
五
五
年
財
政
改
革

基
本
法
の
制
定
後
、
州
間
財
政
調
整
が
実
行
さ
れ
た
が
、
一
九
五
〇
年
代
初
め
に
は
不
十
分
で
あ
っ
た
。
財
政
配
分
を
め
ぐ
る
対
立

を
緩
和
し
、
連
邦
・
州
の
財
政
制
度
を
確
立
す
る
こ
と
を
目
的
に
一
九
五
五
年
に
州
間
財
政
調
整
法
お
よ
び
財
政
組
織
法
が
制
定
さ
れ

た
（R

enzsch 2004b, 381; 

伊
東, 17

）。

一
九
五
五
年
財
政
改
革
は
第
一
に
、
所
得
税
と
法
人
税
を
州
税
か
ら
連
邦
と
州
の
共
同
税
に
移
し
、
一
九
五
八
年
三
月
ま
で
は
連
邦

が
三
分
の
一
、
州
が
三
分
の
二
の
配
分
と
し
、
同
年
四
月
以
降
は
連
邦
が
三
五
％
、
州
が
六
五
％
と
さ
れ
た
（
伊
東, 17

）。
こ
う
し
て

｢

連
邦
と
州
の
間
の
租
税
結
合
（Steuerverbund

）｣

（Lehm
bruch 1998, 92-93

）
が
形
成
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
第
二
に
、
州
間
の
水

平
的
財
政
調
整
が
制
度
化
さ
れ
、
給
付
能
力
の
豊
か
な
州
が
貧
し
い
州
に
調
整
交
付
金
を
交
付
す
る
こ
と
、
同
時
に
こ
の
方
法
に
よ
っ

て
も
な
お
財
源
が
不
足
す
る
州
に
は
連
邦
が
補
充
交
付
金
を
支
給
す
る
こ
と
に
な
っ
た
（R

enzsch 2004b, 382; 

伊
東, 18

）。

以
上
の
よ
う
に
一
九
五
五
年
財
政
改
革
は｢

租
税
結
合｣

を
生
み
出
し
た
。
こ
う
し
た
枠
組
み
は
議
会
評
議
会
に
お
い
て
当
初
ド
イ

ツ
側
が
要
求
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
連
合
国
の
反
対
で
実
現
し
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
一
九
五
五
年
改
革
は
、
一
九

四
九
年
基
本
法
制
定
審
議
時
の
ド
イ
ツ
側
の
コ
ン
セ
プ
ト
を
実
現
し
た
と
同
時
に
占
領
国
の
財
政
制
度
論
か
ら
の
脱
却
を
意
味
す
る
。

一
九
五
五
年
財
政
改
革
は
今
日
の
財
政
連
邦
主
義
の
﹁
原
型
」
を
創
出
し
た
の
で
あ
る
（Lehm

bruch 1998, 116

）。

一
九
六
九
年
財
政
改
革

さ
て
ル
ツ
ィ
オ
（W

olfgang R
udzio

）
に
よ
れ
ば
、
租
税
制
度
は
一
九
四
九
年
に
は
﹁
分
離
シ
ス
テ
ム
」
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
後
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一
九
五
五
年
に
所
得
税
と
法
人
税
が
共
同
税
に
な
り
、
さ
ら
に
一
九
六
九
年
に
は
売
上
税
が
共
同
税
に
加
わ
る
こ
と
に
よ
っ
て
﹁
結
合

シ
ス
テ
ム
」
に
移
行
し
た
（R

udzio 2006, 320

）。
一
九
五
五
年
改
革
の
税
財
政
制
度
の
考
え
方
を
さ
ら
に
発
展
さ
せ
、
今
日
に
至
る

財
政
連
邦
主
義
の
枠
組
み
を
確
定
し
た
の
が
一
九
六
九
年
の
財
政
改
革
で
あ
る
（M

aurer 2007, 709

）。

一
九
六
九
年
財
政
改
革
の
出
発
点
は
、
エ
ア
ハ
ル
ト
（Ludw

ig Erhard

）
政
権
が
一
九
六
四
年
に
設
け
た
元
ヘ
ッ
セ
ン
州
財
務
大

臣
、
ド
イ
ツ
連
邦
銀
行
副
総
裁
ト
レ
ー
ガ
ー
（H

einrich Troeger

）
を
議
長
と
す
る
ト
レ
ー
ガ
ー
委
員
会
の
設
置
と
一
九
六
六
年
の
委

員
会
報
告
書
で
あ
る
。
委
員
会
は
、
ド
イ
ツ
の
﹁
財
政
的
安
定
」
と
﹁
経
済
成
長
」
を
図
る
た
め
﹁
計
画
的
で
建
設
的
な
経
済
・
財
政

政
策
」
を
推
進
す
る
狙
い
で
、
地
域
構
造
の
相
違
を
克
服
し
、﹁
連
邦
全
体
の
生
活
状
態
の
統
一
性
」
を
確
保
し
、
集
中
化
（Zentrali-

sierung

）
に
よ
っ
て
連
邦
と
州
の
﹁
調
整
」
シ
ス
テ
ム
を
構
築
す
る
こ
と
を
目
指
し
た
（K

ilper/Lhotta 1996, 184; Lehm
bruch 1998, 

116-118

）。

ト
レ
ー
ガ
ー
委
員
会
は
、﹁
そ
の
執
行
が
州
の
業
務
で
あ
る
よ
う
な
国
家
的
課
題
の
実
現
に
あ
た
っ
て
は
、
⋮
⋮
そ
う
し
た
課
題
が

全
体
に
と
っ
て
重
要
で
あ
り
、
長
期
的
で
共
同
の
計
画
を
必
要
と
す
る
場
合
に
は
、
連
邦
と
州
が
協
働
す
る
」
と
い
う
規
定
を
基
本
法

の
新
た
な
条
文
（
第
八
五
条
ａ
）
に
入
れ
る
よ
う
求
め
た
。（K

ilper/Lhotta 1996, 184

）。
そ
の
含
意
は
、
従
来
は
州
の
任
務
で
あ
っ

た
業
務
で
、
州
を
超
え
て
連
邦
全
体
に
有
意
義
で
長
期
的
な
計
画
を
要
す
る
よ
う
な
も
の
は
、
今
後
連
邦
と
州
が
協
働
で
行
う
と
い
う

こ
と
に
あ
る
。

こ
の
提
言
の
背
景
に
は
、
ド
イ
ツ
の
中
高
等
お
よ
び
大
学
教
育
へ
の
参
加
が
他
国
に
比
し
て
低
い
と
い
う
﹁
教
育
ギ
ャ
ッ
プ
」、
都

市
や
都
市
間
の
大
量
輸
送
の
遅
れ
、
都
市
開
発
の
停
滞
、
病
院
の
近
代
化
、
農
業
競
争
力
の
弱
さ
、
地
域
の
産
業
的
発
展
な
ど
に
取
り

組
む
べ
き
だ
と
い
う
認
識
が
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
政
策
領
域
は
こ
れ
ま
で
州
が
担
っ
て
き
た
が
、
州
の
イ
ン
フ
ラ
整
備
と
リ
ソ
ー
ス
に

は
限
界
が
あ
る
こ
と
、
州
間
の
競
争
は
望
ま
し
い
結
果
を
生
ま
な
い
こ
と
な
ど
が
予
想
さ
れ
た
。
し
た
が
っ
て
対
処
す
べ
き
政
策
領



論　　説

法政論集　241号（2011） 36

域
を
連
邦
と
州
が
共
同
で
計
画
し
、
共
同
で
財
政
措
置
を
図
る
必
要
が
あ
っ
た
。
レ
ン
チ
ュ
に
よ
れ
ば
、
一
九
六
九
年
改
革
は
、﹁
連

邦
領
域
の
生
活
状
態
の
同
等
化
（A

ngleichung

）」
に
向
け
て
﹁
連
邦
と
州
の
活
動
の
協
調
（K

onzertierung

）」
を
推
進
す
る
も
の
で

あ
っ
た
（R

enzsch 2004b, 395

）。

一
九
六
九
年
、
大
連
合
政
権
の
も
と
で
連
邦
議
会
と
連
邦
参
議
院
の
三
分
の
二
の
多
数
で
基
本
法
が
改
正
さ
れ
、
財
政
改
革
が
実

現
し
た
（Scharpf 1988, 245

）。
こ
の
改
革
は
大
き
く
二
つ
の
柱
か
ら
な
る
。
一
つ
は
共
同
税
の
導
入
を
基
軸
と
す
る
税
制
改
革
で
あ

り
、
い
ま
一
つ
は
共
同
事
務
を
設
け
た
こ
と
で
あ
る
。
後
者
は
後
述
す
る
が
、
前
者
の
改
革
は
第
一
に
、
従
来
連
邦
税
で
あ
っ
た
売
上

税
を
共
同
税
に
加
え
た
結
果
、
共
同
税
は
所
得
税
、
法
人
税
、
売
上
税
と
な
り
、
連
邦
と
州
の
﹁
財
政
融
合
（M

ischfinanzierung

）」

を
も
た
ら
し
た
。
租
税
税
結
合
シ
ス
テ
ム
（Verbundsteuersystem

）」
が
﹁
最
終
的
に
」
確
立
し
た
の
で
あ
る
（Lehm

bruch 2001, 

101

）。
第
二
に
、
連
邦
と
州
の
固
有
の
税
源
を
確
定
し
た
。
連
邦
の
税
源
は
関
税
、
消
費
税
（
石
油
税
、
タ
バ
コ
税
、
火
酒
税
、
コ
ー
ヒ
ー

税
、
茶
税
等
）、
貨
物
通
行
税
、
資
本
流
通
税
、
保
険
税
、
取
引
税
、
法
人
税
・
所
得
税
付
加
税
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
共
同
体
賦
課
金
で

あ
る
。
州
の
独
自
の
税
源
は
財
産
税
、
相
続
税
、
車
両
税
、
取
引
税
、
ビ
ー
ル
税
、
賭
博
場
税
で
あ
る
（ K

ilper/Lhotta 1996, 105, 

185, 187

）。

第
三
に
、
州
間
の
格
差
に
対
処
す
る
た
め
に
財
政
調
整
制
度
を
整
え
た
。
一
九
五
一
年
以
来
、
豊
か
な
州
と
貧
し
い
州
の
間
の
、
ま

た
州
と
連
邦
間
の
財
政
調
整
が
た
え
ず
争
点
に
な
っ
て
い
た
が
（K

atzenstein 1987, 49

）、
一
九
五
五
・
五
六
年
の
所
得
税
、
法
人
税

の
共
同
税
化
以
来
、
連
邦
と
州
は
そ
の
配
分
割
合
を
め
ぐ
っ
て
争
っ
て
き
た
（
伊
東, 24

）。
一
九
六
九
年
改
革
に
よ
る
財
政
調
整
の
結

果
、
州
間
格
差
は
著
し
く
緩
和
さ
れ
た
の
で
あ
る
（R

entsch 1991, 258; 
邦
訳 349

）。

以
上
の
よ
う
に
、
戦
後
財
政
連
邦
主
義
は
一
九
四
九
年
基
本
法
に
よ
る
分
離
財
政
シ
ス
テ
ム
か
ら
一
九
六
九
年
の
結
合
財
政
シ
ス
テ
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ム
に
大
き
く
転
換
し
た
。
こ
の
意
味
で
は
両
者
の
間
に
は
一
見
し
た
と
こ
ろ
連
続
性
が
な
い
。
基
本
法
制
定
に
あ
た
っ
て
は
ド
イ
ツ
側

に
は
共
同
税
を
設
け
る
考
え
方
が
あ
っ
た
が
、
連
合
国
と
く
に
ア
メ
リ
カ
の
意
向
で
受
け
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
。
し
か
し
一
九
六
九
年

改
革
に
よ
っ
て
こ
う
し
た
ド
イ
ツ
側
の
も
と
も
と
の
考
え
方
が
日
の
目
を
見
た
わ
け
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
制
度
形
態
の
う
え
で
は
一

九
四
九
年
と
一
九
六
九
年
の
間
に
は
断
絶
性
が
見
ら
れ
る
が
、
制
度
思
想
の
点
で
は
連
続
性
が
明
ら
か
で
あ
る
。

４　

協
調
的
連
邦
主
義
と
政
治
的
結
節

協
調
的
連
邦
主
義
と
は
、
連
邦
と
州
の
間
、
な
ら
び
に
州
と
州
の
間
の
協
調
関
係
に
よ
っ
て
機
能
す
る
連
邦
主
義
の
こ
と
で
あ
る
。

換
言
す
れ
ば
、
交
渉
と
調
整
に
よ
っ
て
協
調
が
成
立
す
る
仕
組
み
で
あ
る
。

協
調
関
係
を
成
り
立
た
せ
る
枠
組
み
は
、
第
一
に
連
邦
参
議
院
、
連
邦
と
州
の
権
限
配
分
関
係
、
連
邦
と
州
の
税
財
政
関
係
と
い
っ

た
三
つ
の
公
式
的
政
治
制
度
、
第
二
に
州
大
臣
会
議
や
連
邦
・
州
大
臣
会
議
な
ど
の
公
式
的
関
係
制
度
と
非
公
式
的
関
係
制
度
、
第
三

に
政
党
内
と
政
党
間
の
協
議
制
度
、
第
四
に
政
策
実
施
過
程
に
お
け
る
連
邦
・
州
間
な
ら
び
に
州
間
関
係
で
あ
る
。

こ
う
し
た
政
府
間
交
渉
・
調
整
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
よ
っ
て
媒
介
さ
れ
る
協
調
的
連
邦
主
義
は
、
第
二
帝
制
の
﹁
端
緒
的
協
調
的
連
邦

主
義
」
に
始
ま
り
、
ワ
イ
マ
ー
ル
共
和
制
の
﹁
集
権
的
協
調
的
連
邦
主
義
」、
一
九
四
九
年
基
本
法
に
よ
る
﹁
機
能
分
離
型
協
調
的
連

邦
主
義
」、
一
九
六
九
年
以
来
の
﹁
政
治
結
節
型
協
調
的
連
邦
主
義
」
と
展
開
し
て
き
た
。

第
二
帝
制

協
調
的
連
邦
主
義
の
出
発
点
は
第
二
帝
制
で
あ
る
。
第
一
に
、
一
八
六
七
年
以
来
、
連
邦
と
邦
国
の
間
で
の
公
式
、
非
公
式
な
交
渉
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が
行
わ
れ
、
協
調
が
図
ら
れ
た
（Lehm

bruch 1978, 152; K
ilper/Lhotta 1996, 206

）。
そ
れ
は
宰
相
と
連
邦
参
議
院
の
指
導
的
な
代

表
者
の
間
の
交
渉
や
邦
国
財
政
大
臣
と
帝
国
財
務
官
僚
の
協
議
な
ど
で
あ
る
。
ビ
ス
マ
ル
ク
時
代
以
来
、
重
要
な
租
税
立
法
案
は
連

邦
参
議
院
に
上
程
さ
れ
る
前
に
帝
国
と
邦
国
の
間
で
協
議
が
行
わ
れ
る
の
が
常
で
あ
っ
た
。
ビ
ス
マ
ル
ク
は
重
要
な
政
策
に
つ
い
て
、

通
例
、
事
前
に
非
公
式
に
バ
イ
エ
ル
ン
政
府
と
交
渉
し
、
合
意
を
取
り
付
け
た
。
こ
う
し
た
調
整
手
法
は
ビ
ス
マ
ル
ク
後
も
同
じ
で

あ
っ
た
（Lehm

bruch 1998, 64; Lehm
bruch 2001, 86-87

）。
ま
た
連
邦
参
議
院
内
で
は
邦
国
間
の
政
策
を
め
ぐ
る
州
間
の
水
平
的

な
調
整
が
行
わ
れ
た
（Lehm

bruch 1978, 167

）。
レ
ー
ム
ブ
ル
ッ
フ
に
よ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
﹁
水
平
的
・
垂
直
的
な
政
府
間
関
係

（inter-governm
ental relationships

）」
は
ド
イ
ツ
連
邦
制
の
﹁
決
定
的
に
重
要
な
メ
カ
ニ
ズ
ム
」
で
あ
る
（Lehm

bruch 1996,169; 

Lehm
bruch 2001, 87; Lehm

bruch 1996, 170

）。
し
た
が
っ
て
、
第
二
帝
制
の
連
邦
制
に
お
け
る
帝
国
と
邦
国
の
関
係
は
﹁
階
統
的

関
係
」
と
い
う
よ
り
む
し
ろ
﹁
協
調
的
関
係
」
で
あ
っ
た
（Lehm

bruch 1978, 153

）。

第
二
に
、
邦
国
間
の
協
定
に
よ
っ
て
協
調
が
図
ら
れ
、
法
制
上
の
統
一
化
・
単
一
化
が
進
め
ら
れ
た
（Lehm

bruch 1998, 100

）。

そ
の
も
っ
と
も
重
要
な
例
は
教
育
領
域
で
あ
る
。
一
八
六
八
年
に
北
ド
イ
ツ
連
邦
に
お
い
て
、
高
等
教
育
の
修
業
証
明
を
邦
国
間
で
相

互
に
承
認
し
合
う
は
じ
め
て
の
邦
国
間
政
府
会
議
が
行
わ
れ
た
。
一
八
七
六
年
と
一
九
〇
一
年
に
は
邦
国
間
の
正
書
法
に
関
す
る
会
議

が
開
催
さ
れ
た
。
こ
れ
は
一
九
九
七
年
の
州
文
部
大
臣
会
議
に
お
け
る
正
書
法
に
関
す
る
州
間
協
定
の
モ
デ
ル
に
な
っ
た
。
第
一
次
世

界
大
戦
前
に
は
、
道
路
交
通
警
察
に
関
す
る
規
程
が
邦
国
間
で
締
結
さ
れ
、
制
度
が
単
一
化
さ
れ
た
の
も
一
例
で
あ
る
（Lehm

bruch 

1998, 100-101

）。

帝
国
は
後
発
の
国
民
国
家
と
し
て
イ
ギ
リ
ス
や
フ
ラ
ン
ス
や
ロ
シ
ア
に
対
抗
・
競
争
す
べ
く
法
的
・
経
済
的
な
統
一
性
な
い
し

は
単
一
性
を
目
指
し
た
（R

enzsch 2004b, 377

）。
統
一
性
・
単
一
性
を
図
る
立
法
と
政
策
を
遂
行
す
る
に
は
、
連
邦
は
邦
国
と
交

渉
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
協
調
的
連
邦
主
義
は
、
第
二
帝
制
の
単
一
化
（U

nitarisierung

）
の
進
行
と
﹁
平
行
」
し
て
現
れ
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（Lehm
bruch 1998, 62-63

）、﹁
分
邦
性
」
と
﹁
単
一
性
」
の
両
立
を
可
能
に
す
る
政
治
制
度
で
あ
っ
た
（Lehm

bruch 1978, 154; 

Lehm
bruch 2001, 79

）。
今
日
の
協
調
的
連
邦
主
義
の
出
発
点
は
第
二
帝
制
で
あ
る
（Lehm

bruch 2001, 86

）。

戦
後
連
邦
制

さ
て
、
レ
オ
ナ
ー
デ
ィ
（U

w
e Leonardy

）
は
、
ド
イ
ツ
連
邦
制
の
特
徴
を
﹁
連
邦
・
州
関
係
の
多
面
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」

（Leonardy 1991, 41
）
に
見
出
す
。
ま
た
レ
ン
チ
ュ
（W

olfgang R
enzsch

）
に
よ
れ
ば
、﹁
連
邦
・
州
間
お
よ
び
州
間
の
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
と
調
整
・
協
調
の
綿
密
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」
が
発
展
し
て
き
た
（R

enzsch 2004a, 34

）。
こ
の
指
摘
の
通
り
、
戦
後
連

邦
制
の
交
渉
的
・
協
調
的
連
邦
主
義
は
様
々
に
現
れ
て
い
る
。

第
一
に
、
連
邦
政
府
が
法
案
を
作
成
す
る
際
、
通
常
は
州
政
府
と
協
議
す
る
。
ま
た
州
政
府
は
連
邦
議
会
の
諸
委
員
会
で
自
ら
の
見

解
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。
連
邦
政
府
と
州
政
府
の
合
意
が
成
立
し
な
い
場
合
、
連
邦
参
議
院
と
連
邦
議
会
の
代
表
が
調
停
委
員
会

（Verm
ittlungsausschss

）
で
協
議
す
る
（R

enzsch 2004a, 34-35

）。
こ
れ
は
連
邦
議
会
と
連
邦
参
議
院
の
間
で
、
あ
る
い
は
連
邦
参

議
院
と
連
邦
政
府
の
間
で
立
法
を
め
ぐ
っ
て
対
立
し
た
と
き
に
設
け
ら
れ
る
。
メ
ン
バ
ー
は
、
連
邦
参
議
院
が
各
州
か
ら
一
人
ず
つ
指

名
し
、
連
邦
議
会
は
政
党
の
勢
力
に
比
例
し
て
一
一
人
を
選
出
す
る
。
調
停
委
員
会
で
は
連
邦
参
議
院
の
メ
ン
バ
ー
は
州
政
府
の
指
示

に
従
う
必
要
は
な
い
。
連
邦
議
会
と
連
邦
参
議
院
の
多
数
派
が
異
な
る
場
合
、
し
ば
し
ば
開
催
さ
れ
る
（Leonardy 1991, 47

）。

第
二
は
、
連
邦
首
相
と
州
首
相
の
会
議
で
あ
る
。
こ
れ
は
一
九
四
九
年
に
制
度
化
さ
れ
た
。
ア
デ
ナ
ウ
ア
ー
、
キ
ー
ジ
ン
ガ
ー

（K
urt G

eorg K
iesinger

）、
エ
ア
ハ
ル
ト
時
代
に
は
特
別
の
場
合
に
限
っ
て
会
議
が
行
わ
れ
た
が
、
一
九
六
九
年
の
ブ
ラ
ン
ト
（W

illy 

B
randt

）
政
権
以
来
定
例
化
し
、
ほ
ぼ
二
个
月
に
一
度
開
催
さ
れ
る
（Leonardy 1991, 44

）。

第
三
は
、
州
首
相
や
州
大
臣
の
定
期
的
な
会
合
で
あ
る
。
そ
の
一
例
が
州
文
部
大
臣
会
議
で
あ
る
。
占
領
統
治
下
の
一
九
四
六
年
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に
教
育
の
州
間
調
整
を
図
る
た
め
に
州
文
部
大
臣
会
議
が
設
け
ら
れ
た
（K

ilper/Lhotta 1996, 133

）。
レ
ー
ム
ブ
ル
ッ
フ
に
よ
れ
ば
、

一
九
四
九
年
以
降
、
政
府
間
調
整
を
目
的
と
し
た
協
議
機
関
が
形
成
さ
れ
た
が
、
そ
の
な
か
で
も
っ
と
も
活
動
が
顕
著
な
の
が
州
文
部

大
臣
会
議
で
あ
る
（Lehm

bruch 1998, 228

）。

第
四
に
、
州
の
立
法
に
あ
た
っ
て
す
べ
て
の
州
と
連
邦
の
代
表
か
ら
な
る
委
員
会
が
設
け
ら
れ
、
モ
デ
ル
法
案
が
作
成
さ
れ
る
場
合

が
あ
る
。
そ
の
狙
い
は
連
邦
全
体
の
法
的
枠
組
み
の
統
一
性
を
確
保
す
る
こ
と
で
あ
る
。

第
五
に
、
州
間
の
協
定
と
そ
れ
に
基
づ
く
協
調
機
関
の
設
置
で
あ
る
。
州
間
で
は
教
育
、
大
学
、
放
送
、
警
察
、
財
政
な
ど
多
く
の

分
野
で
協
定
を
結
ぶ
。
例
え
ば
﹁
学
生
受
け
入
れ
中
央
セ
ン
タ
ー
」、﹁
建
設
資
材
許
可
庁
」、﹁
映
画
審
査
局
」、﹁
ド
イ
ツ
第
二
テ
レ

ビ
」、﹁
行
政
大
学
」
な
ど
で
あ
る
（M

aurer 2007, 306-307

）。
州
間
の
調
整
の
た
め
の
委
員
会
は
一
二
〇
以
上
存
在
す
る
（（K

ilper/

Lhotta 1996, 131

）。

こ
う
し
た
様
々
な
政
府
間
の
交
渉
・
協
調
は
、
連
邦
と
州
の
政
党
間
の
調
整
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
る
（R

enzsch 

1998, 94

）。
政
党
の
幹
部
会
は
同
じ
政
党
の
州
首
相
や
連
邦
議
会
会
派
代
表
と
定
期
的
に
協
議
す
る
。
キ
リ
ス
ト
教
民
主
同
盟
・
キ
リ

ス
ト
教
社
会
同
盟
の
定
期
的
な
戦
略
会
議
に
は
、
バ
イ
エ
ル
ン
首
相
を
含
む
キ
リ
ス
ト
教
社
会
同
盟
指
導
部
も
参
加
す
る
。
社
会
民
主

党
や
キ
リ
ス
ト
教
民
主
同
盟
・
キ
リ
ス
ト
教
社
会
同
盟
は
、
そ
れ
ぞ
れ
定
期
的
に
連
邦
議
会
や
州
議
会
の
会
派
代
表
の
会
合
を
行
う
。

社
会
民
主
党
政
権
州
の
連
邦
参
議
院
委
員
会
や
キ
リ
ス
ト
教
民
主
同
盟
政
権
州
の
連
邦
参
議
院
委
員
会
の
開
催
に
先
立
っ
て
州
執
行
部

と
の
協
議
が
行
わ
れ
る
（R

enzsch 1998, 94

）。
こ
の
よ
う
に
連
邦
・
州
政
府
間
お
よ
び
州
政
府
間
の
交
渉
・
調
整
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と

政
党
内
・
政
党
間
の
交
渉
・
調
整
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
重
畳
し
て
協
調
的
連
邦
主
義
が
機
能
し
て
い
る
。
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共
同
事
務
・
政
治
的
結
節
と
協
調
的
連
邦
主
義
の
変
容

戦
後
の
協
調
的
連
邦
主
義
を
新
し
い
段
階
に
進
め
た
の
が
、
キ
リ
ス
ト
教
民
主
同
盟
・
キ
リ
ス
ト
教
社
会
同
盟
・
社
会
民
主
党
の
大

連
合
政
権
に
よ
る
一
九
六
九
年
の
財
政
改
革
で
あ
る
。
キ
ル
パ
ー
（H
eiderose K

ilper

）、
ロ
ッ
タ
（R

oland Lhotta

）、
マ
ル
ゲ
ダ
ン

ト
（U

do M
argedant

）
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
一
九
六
九
年
改
革
は
﹁
協
調
的
政
治
的
結
節
へ
の
転
換
点
」
に
な
り
、
協
調
的
連
邦

主
義
は
﹁
新
し
い
質
」
を
備
え
て
﹁
強
化
」
さ
れ
た
（K

ilper/Lhotta 1996, 135, 177; M
argedant 2003, 7

）。
ジ
ェ
フ
ェ
リ
ー
は
一

九
六
九
年
改
革
が
﹁
協
調
的
連
邦
主
義
の
公
式
上
の
最
終
仕
上
げ
」（Jeffery 1999b, 331; Jeffery 2002, 174

）
と
位
置
づ
け
、
レ
ー

ム
ブ
ル
ッ
フ
は
一
九
六
七
年
か
ら
一
九
六
九
年
の
改
革
に
よ
っ
て
﹁
協
調
的
集
中
化
（cooperative centralization

）」
が
生
じ
た
と
捉

え
る
（Lehm

bruch 1978, 170; Lehm
bruch 1998, 119

）。

こ
う
し
て
一
九
六
九
年
の
財
政
改
革
は
、
従
来
の
﹁
機
能
分
割
型
協
調
的
連
邦
主
義
」
か
ら
﹁
政
治
結
節
型
協
調
的
連
邦
主
義
」
へ

の
転
換
を
も
た
ら
し
た
。
そ
の
決
定
的
な
理
由
は
、﹁
共
同
事
務
（G

em
einschaftsaufgaben

）」
と
先
述
の
﹁
共
同
税
」
の
導
入
に

よ
っ
て
従
来
の
連
邦
・
州
関
係
が
大
き
く
変
容
し
た
こ
と
に
あ
る
（K

ilper/Lhotta 1996, 133

）。

一
九
六
九
年
財
政
改
革
に
よ
る
基
本
法
改
正
は
、
第
九
一
条
で
共
同
事
務
を
初
め
て
規
定
し
た
。
共
同
事
務
と
は
、
大
学
附
属
病
院

を
含
む
大
学
の
拡
張
・
新
設
、
地
域
経
済
構
造
の
改
善
、
農
業
構
造
お
よ
び
沿
岸
保
護
の
改
善
、
広
域
的
意
義
を
有
す
る
学
問
研
究
の

施
設
お
よ
び
計
画
の
促
進
と
い
う
四
つ
の
政
策
分
野
で
あ
り
、
連
邦
と
州
が
共
同
で
計
画
し
、
共
同
で
財
政
措
置
を
行
う
も
の
で
あ
る

（Scharpf 1988, 245-246; K
ilper/Lhotta 1996, 133

）。
従
来
、
連
邦
が
立
法
し
、
州
が
執
行
す
る
機
能
分
割
シ
ス
テ
ム
の
も
と
で
、

政
策
執
行
は
州
の
業
務
で
あ
っ
た
。
共
同
事
務
の
導
入
に
よ
っ
て
四
つ
の
政
策
分
野
は
﹁
連
邦
と
州
の
共
同
責
任
」
で
執
行
す
る
こ
と

に
な
っ
た
（Jeffery 1999a,132; K

atzenstein 1987, 50; K
ilper/Lhotta 1996,184; Scharpf 1988, 245; M

ünch 2004, 359

）。
第
二

帝
制
以
来
の
機
能
分
割
原
理
を
維
持
し
な
が
ら
も
、
一
定
の
行
政
領
域
で
新
た
に
連
邦
・
州
共
同
行
政
が
認
め
ら
れ
た
点
で
機
能
分
割



論　　説

法政論集　241号（2011） 42

原
理
に
大
き
な
修
正
が
加
え
ら
れ
た
わ
け
で
あ
る
。

共
同
事
務
と
共
同
税
の
導
入
は
旧
来
の
協
調
的
連
邦
主
義
の
転
換
を
も
た
ら
し
た
。
一
九
六
九
年
財
政
改
革
は
、﹁
政
治
的
結
節

（Politikverflechtung

）」(((
と
い
う
概
念
が
適
用
で
き
る
﹁
複
合
的
制
度
構
造
」
を
生
み
出
し
た
（Lehm

bruch 1998, 117

）。
キ
ル
パ
ー

は
こ
の
改
革
が
ド
イ
ツ
連
邦
制
に
﹁
政
治
的
結
節
と
い
う
新
し
い
性
格
」
を
付
与
し
た
と
捉
え
（K

ilper/Lhotta 1996, 135

）、
バ
イ

メ
（K

laus von B
eym

e

）
は
一
九
六
九
年
改
革
に
よ
っ
て
﹁
政
治
的
結
節
」
と
い
う
﹁
連
邦
主
義
の
新
し
い
コ
ン
セ
プ
ト
」
が
確
立

し
た
と
評
価
す
る
（B

eym
e 1984, 385

）。

で
は
、
共
同
事
務
に
よ
る
政
治
的
結
節
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
連
邦
と
州
の
代
表
で
構
成
す
る
委
員
会
が
共
同
事
務
に
関
す
る
様
々

な
計
画
の
策
定
・
調
整
を
行
い
、
連
邦
と
州
の
連
携
に
よ
っ
て
共
同
事
務
が
遂
行
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
（Lehm

bruch 1978, 170

）。

例
え
ば
、
五
年
間
の
財
政
計
画
の
調
整
を
行
う
目
的
で
﹁
財
政
計
画
評
議
会
」
が
一
九
六
九
年
に
設
置
さ
れ
た
。
長
期
の
教
育
計
画
シ

ス
テ
ム
を
作
成
す
る
﹁
連
邦
・
州
教
育
計
画
委
員
会
」
が
一
九
七
〇
年
に
設
け
ら
れ
た
。
ま
た
債
務
規
制
や
連
邦
銀
行
の
無
利
子
準

備
金
に
関
す
る
連
邦
・
州
・
地
方
当
局
の
政
策
の
調
整
を
行
う
﹁
景
気
変
動
評
議
会
」
が
一
九
六
七
年
に
設
置
さ
れ
た
（Lehm

bruch 

1978, 170

）。
そ
の
他
﹁
共
同
事
務
計
画
委
員
会
」
と
し
て
﹁
地
域
経
済
発
展
委
員
会
」、﹁
農
業
発
展
委
員
会
」、﹁
大
学
設
置
・
拡

充
委
員
会
」
が
あ
る
。
一
九
八
九
年
に
は
約
三
三
〇
の
調
整
機
関
が
存
在
し
た
（Leonardy 1991, 48-50; K

ilper/Lhotta 1996,131; 

B
eym

e 1984, 385

）。

以
上
の
新
し
い
委
員
会
は
、
従
来
の
﹁
水
平
的
な
調
整
」
の
た
め
の
制
度
と
は
違
っ
て
﹁
垂
直
的
な
調
整
」
の
た
め
の
制
度
で
あ

り
、
連
邦
政
府
が
﹁
重
要
な
パ
ー
ト
ナ
ー
」
と
し
て
州
と
の
調
整
に
関
わ
る
仕
組
み
で
あ
る
（Lehm

bruch 1978, 170

）。
戦
後
す
ぐ

に
水
平
的
調
整
制
度
は
形
成
さ
れ
た
が
、
垂
直
的
な
調
整
制
度
が
設
け
ら
れ
る
画
期
が
一
九
六
九
年
改
革
で
あ
る
（K

ilper/Lhotta 

1996, 133

）。
こ
れ
ま
で
の
水
平
的
な
調
整
は
、
例
え
ば
﹁
教
育
計
画
連
邦
・
州
委
員
会
」
の
よ
う
な
連
邦
・
州
間
の
協
調
に
よ
っ
て
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そ
の
意
義
が
後
退
し
た
（Lehm

bruch 1998, 118

）

こ
う
し
て
レ
ー
ム
ブ
ル
ッ
フ
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
一
九
六
九
年
の
改
革
に
よ
っ
て
共
同
事
務
が
導
入
さ
れ
た
結
果
、
連
邦
と
州

の
協
調
（cooperation

）
が
強
化
さ
れ
た
（Lehm

bruch 1989, 230

）。
彼
に
よ
れ
ば
、
一
九
六
七
年
か
ら
一
九
六
九
年
の
改
革
は
、

元
来
、
ビ
ス
マ
ル
ク
に
よ
る
統
治
者
と
官
僚
制
の
カ
ル
テ
ル
に
よ
っ
て
方
向
付
け
ら
れ
た
連
邦
シ
ス
テ
ム
の
論
理
的
な
発
展
で
あ
る

（Lehm
bruch 1978, 172

）。
こ
の
見
解
を
踏
ま
え
れ
ば
、
連
邦
と
州
の
パ
ー
ト
ナ
ー
的
調
整
シ
ス
テ
ム
と
し
て
の
政
治
的
結
節
は
、
直

接
的
に
は
一
九
六
九
年
改
革
の
産
物
で
は
あ
る
が
、
ビ
ス
マ
ル
ク
以
来
の
歴
史
的
経
路
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
。 

と
こ
ろ
で
共
同
事
務
は
連
邦
法
で
定
め
ら
れ
る
が
、
そ
の
際
、
連
邦
参
議
院
の
同
意
が
必
要
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
州
政
府
代
表
機

関
の
連
邦
参
議
院
は
共
同
事
務
に
関
し
て
絶
対
的
な
拒
否
権
を
有
す
る
。
言
い
換
え
れ
ば
共
同
事
務
に
関
わ
る
連
邦
立
法
権
に
対
す
る

州
の
協
働
権
が
強
化
さ
れ
た
の
で
あ
り
（K

ilper/Lhotta 1996, 192

）、
カ
ッ
ツ
ェ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
を
援
用
す
れ
ば
一
九
六
九
年
改
革

に
よ
っ
て
連
邦
参
議
院
の
役
割
は
よ
り
重
要
性
を
増
し
た
の
で
あ
る
（K

atzenstein 1987, 17

）。

し
か
し
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
州
議
会
の
権
限
が
強
ま
っ
た
と
は
言
え
な
い
。
む
し
ろ
逆
に
州
議
会
は
弱
体
化
し
た
（K

ilper/

Lhotta 1996, 198-199

）。
キ
ル
パ
ー
は
、
一
九
六
〇
年
代
末
以
降
、
州
議
会
の
﹁
権
力
喪
失
」
な
い
し
は
﹁
持
続
的
危
機
」
が
生
じ
、

し
か
も
州
議
会
は
自
ら
の
﹁
予
算
高
権
（Etathoheit
）」
を
失
っ
た
と
見
る
（K

ilper/Lhotta 1996, 186, 198-199

）。
レ
ー
ム
ブ
ル
ッ

フ
に
よ
れ
ば
、
政
治
的
結
節
に
よ
っ
て
﹁
州
の
自
律
的
な
政
策
形
成
の
範
囲
」
が
著
し
く
制
限
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

で
は
政
治
的
結
節
の
政
策
効
果
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
一
九
六
九
年
改
革
後
、
社
会
民
主
党
が
一
九
八
二
年
ま
で
政
権
を
掌
握
し

た
。
こ
の
政
権
下
で
連
邦
は
一
九
七
〇
年
代
末
ま
で
介
入
主
義
を
貫
い
た
。
政
策
形
成
に
お
け
る
連
邦
と
州
の
協
調
関
係
が
進
展
し
、

税
政
策
、
イ
ン
フ
ラ
投
資
、
教
育
・
保
健
政
策
が
進
め
ら
れ
た
。
こ
う
し
た
介
入
主
義
は
、﹁
生
活
状
態
の
統
一
性
」
の
実
現
と
い
う

政
策
理
念
の
も
と
に
展
開
さ
れ
た
（Jeffery 2002, 175

）。
一
九
六
九
年
の
財
政
改
革
に
よ
っ
て
﹁
確
立
」
し
た
新
し
い
﹁
政
治
結
節
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型
協
調
的
連
邦
主
義
」
は
﹁
著
し
い
効
果
」
を
発
揮
し
た
の
で
あ
る
（K

ilper/Lhotta 1996, 186

）。

一
九
四
九
年
以
来
、
ド
イ
ツ
の
協
調
的
連
邦
主
義
は
﹁
恒
常
的
な
単
一
化
（U

nitarisierung

）」
を
進
め
て
き
た
。
一
九
六
九
年
財

政
改
革
は
単
一
化
を
一
段
と
加
速
さ
せ
る
転
機
に
な
り
（K

ilper/Lhotta 1996, 151, 180

）、
レ
ー
ム
ブ
ル
ッ
フ
が
言
う
よ
う
に
一
九

六
〇
年
代
と
一
九
七
〇
年
代
は
じ
め
に
単
一
化
は
進
展
し
た
。﹁
生
活
状
態
の
統
一
性
」
を
実
現
す
る
う
え
で
の
必
要
な
枠
組
み
が
、

政
治
的
結
節
と
い
う
新
し
い
協
調
的
連
邦
主
義
で
あ
る
（Lehm

bruch 1998, 106

）。

一
九
四
九
年
基
本
法
は
第
七
二
条
で
﹁
生
活
状
態
の
統
一
性
」
を
社
会
国
家
理
念
と
し
て
謳
っ
た
。
そ
う
し
た
理
念
は
一
九
六
九
年

改
革
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
た
新
し
い
政
治
結
節
型
協
調
的
連
邦
主
義
の
制
度
理
念
と
し
て
継
承
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

一
九
六
九
年
改
革
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
政
治
結
節
型
協
調
的
連
邦
主
義
は
、
制
度
形
態
に
お
い
て
は
そ
れ
ま
で
の
協
調
的
連
邦
主
義
と

は
異
な
り
な
が
ら
も
、
制
度
理
念
に
つ
い
て
は
連
続
し
て
い
る
。
こ
こ
に
も
ド
イ
ツ
戦
後
連
邦
制
に
お
け
る
制
度
形
態
の
変
容
・
断
絶

と
制
度
理
念
の
連
続
と
い
う
歴
史
的
経
路
依
存
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

注
⑴　

従
来
、Politikverflechtung

を
﹁
政
治
的
錯
綜
」
ま
た
は
﹁
政
治
的
絡
み
合
い
」
と
訳
す
例
が
多
い
が
、
制
度
化
さ
れ
た
構
造
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン

ス
を
示
す
た
め
に
﹁
政
治
的
結
節
」
と
訳
出
し
た
。
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お
わ
り
に

レ
ー
ム
ブ
ル
ッ
フ
の
連
邦
制
論
と
ピ
ア
ソ
ン
の
経
路
依
存
論
に
示
唆
を
得
た
本
稿
は
、
ド
イ
ツ
連
邦
制
を
時
間
的
推
移
の
な
か
に
お

き
、﹁
決
定
的
局
面
」
の
タ
イ
ミ
ン
グ
と
制
度
選
択
肢
を
視
野
に
入
れ
、
自
己
強
化
過
程
を
制
度
の
連
続
性
・
断
絶
性
・
継
承
性
の
視

点
と
読
み
替
え
て
ド
イ
ツ
連
邦
制
史
を
論
じ
て
き
た
。
最
後
に
こ
れ
ま
で
の
論
述
を
踏
ま
え
、
一
九
四
九
年
連
邦
制
の
位
置
を
ま
と
め

て
お
こ
う
。

一
九
四
九
年
連
邦
制
に
は
第
二
帝
制
・
ワ
イ
マ
ー
ル
共
和
制
と
の
連
続
性
が
あ
る
。
連
続
性
と
は
、
立
法
権
限
が
連
邦
、
行
政
権
限

が
州
に
帰
属
す
る
機
能
分
割
、
連
邦
参
議
院
方
式
、
協
調
的
連
邦
主
義
で
あ
る
。
で
は
、
な
ぜ
政
治
体
制
が
変
わ
っ
て
も
こ
う
し
た
連

続
性
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
理
由
の
第
一
は
、
連
邦
構
成
体
（
邦
国
・
州
）
の
国
家
性
で
あ
る
。
第
二
帝
制
と
戦
後
西
ド
イ
ツ
の

い
ず
れ
に
お
い
て
も
、
連
邦
国
家
形
成
に
先
行
し
て
後
に
連
邦
の
構
成
単
位
と
な
る
領
域
が
政
治
体
と
し
て
構
築
さ
れ
、
こ
れ
が
国
家

性
な
い
し
は
準
国
家
性
を
確
立
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
国
家
性
と
は
第
二
帝
制
に
組
み
込
ま
れ
る
邦
国
が
近
代
官
僚
国
家
と
し
て
主

権
的
統
治
体
で
あ
っ
た
こ
と
、
準
国
家
性
と
は
戦
後
占
領
期
に
領
域
画
定
さ
れ
た
州
が
準
主
権
的
統
治
体
と
し
て
機
能
し
た
こ
と
を
意

味
す
る
。
連
邦
国
家
建
設
に
あ
た
っ
て
は
、
邦
国
と
州
の
国
家
性
・
準
国
家
性
を
前
提
に
し
た
連
邦
制
編
成
原
理
を
制
度
化
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
邦
国
と
州
の
国
家
性
を
損
な
わ
ず
に
、
む
し
ろ
そ
れ
を
連
邦
国
家
の
運
営
に
活
か
す
仕
組
み
こ
そ
機
能
分
割
・
連
邦
参

議
院
・
協
調
的
連
邦
主
義
で
あ
っ
た
。

第
二
の
理
由
は
、
連
邦
全
体
の
統
一
性
で
あ
る
。
第
二
帝
制
以
来
ド
イ
ツ
連
邦
制
は
、
連
邦
全
体
の
法
的
・
経
済
的
・
社
会
的
な
統

一
性
・
単
一
性
を
つ
く
り
だ
し
て
そ
れ
を
維
持
す
る
こ
と
を
つ
ね
に
目
指
し
て
き
た
。
敗
戦
と
崩
壊
に
見
舞
わ
れ
た
戦
後
ド
イ
ツ
に

と
っ
て
も
統
一
性
・
単
一
性
の
実
現
は
至
上
命
題
で
あ
っ
た
。
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第
三
の
理
由
は
、
垂
直
的
・
水
平
的
協
調
性
で
あ
る
。
構
成
単
位
の
国
家
性
と
連
邦
全
体
の
統
一
性
を
両
立
さ
せ
る
に
は
、
連
邦
と

州
の
間
の
、
そ
し
て
州
間
の
交
渉
・
調
整
の
公
式
・
非
公
式
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
必
要
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
垂
直
的
・
水
平
的
な

協
調
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
制
度
化
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ド
イ
ツ
は
ベ
ル
ギ
ー
・
ス
ペ
イ
ン
・
ス
イ
ス
・
イ
ン
ド
の
よ
う
な
民
族
的
・

言
語
的
・
文
化
的
多
様
性
を
擁
す
る
連
邦
制
で
は
な
い
。
こ
の
意
味
で
ド
イ
ツ
連
邦
制
は
同
質
的
で
あ
る
が
、
一
方
で
は
連
邦
構
成
単

位
の
国
家
性
が
強
く
、
他
方
で
は
連
邦
全
体
の
統
一
性
の
志
向
が
強
い
。
し
た
が
っ
て
前
者
の
遠
心
性
と
後
者
の
求
心
性
を
統
合
す
る

仕
組
み
と
し
て
協
調
関
係
が
構
築
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

以
上
を
背
景
に
連
続
性
が
歴
史
を
貫
い
て
い
る
が
、
同
時
に
一
九
四
九
年
連
邦
制
に
は
第
二
帝
制
や
ワ
イ
マ
ー
ル
共
和
制
と
の
断
絶

性
が
あ
る
。
そ
れ
は
連
邦
制
の
制
度
理
念
と
税
財
政
制
度
で
あ
る
。
一
九
四
九
年
基
本
法
は
﹁
生
活
状
態
の
統
一
性
」
と
い
う
政
策
目

標
を
掲
げ
、
こ
れ
が
戦
後
連
邦
制
の
主
導
理
念
に
な
っ
た
。
ま
た
基
本
法
は
分
離
財
政
シ
ス
テ
ム
を
制
度
化
し
た
。
し
か
し
こ
れ
は
基

本
法
制
定
後
数
年
で
結
合
財
政
シ
ス
テ
ム
に
転
換
し
、
一
九
六
九
年
に
結
合
財
政
シ
ス
テ
ム
が
確
立
し
た
。
し
た
が
っ
て
一
九
四
九
年

連
邦
制
の
税
財
政
制
度
は
過
渡
的
で
あ
り
、
そ
の
後
に
継
承
さ
れ
た
の
で
は
な
い
。

で
は
、
生
活
状
態
の
統
一
性
と
分
離
財
政
シ
ス
テ
ム
と
い
う
一
九
四
九
年
連
邦
制
に
独
自
の
、
し
た
が
っ
て
そ
れ
以
前
と
は
断
絶
す

る
側
面
が
現
れ
た
の
は
な
ぜ
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
理
由
は
、
対
外
的
環
境
の
変
化
と
そ
れ
を
背
景
と
す
る
対
内
的
環
境
の
変
化
と
い
う

﹁
決
定
的
局
面
」
に
あ
る
。
第
一
に
敗
戦
の
結
果
、
食
糧
危
機
、
都
市
崩
壊
、
避
難
民
・
追
放
民
の
流
入
、
経
済
的
窮
乏
に
見
ら
れ
る

社
会
的
・
経
済
的
な
危
機
状
況
の
な
か
で
、
ド
イ
ツ
は
生
活
状
態
の
統
一
性
を
目
指
し
て
再
建
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
の

際
、
州
間
の
財
政
力
・
租
税
力
の
格
差
の
是
正
が
緊
急
課
題
で
あ
っ
た
。
第
二
に
、
集
権
制
を
回
避
す
べ
き
と
の
観
点
か
ら
分
離
財
政

シ
ス
テ
ム
を
求
め
た
占
領
軍
政
府
の
意
向
を
受
け
入
れ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
第
三
に
、
一
九
四
九
年
時
点
で
は
財
政
状
況
の
今
後
の

見
通
し
が
不
鮮
明
で
あ
っ
た
。
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一
九
四
九
年
連
邦
制
を
歴
史
的
に
位
置
づ
け
る
に
は
、
そ
の
後
の
展
開
と
の
関
係
も
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
戦
後
連
邦
制
の
枠
組

み
が
最
終
的
に
確
立
し
た
の
は
一
九
六
九
年
で
あ
る
。
最
終
的
確
立
と
は
、
一
九
六
九
年
財
政
改
革
・
基
本
法
改
正
で
も
っ
て
共
同
事

務
が
導
入
さ
れ
、
同
時
に
共
同
税
シ
ス
テ
ム
が
制
度
化
さ
れ
た
こ
と
、
そ
し
て
こ
れ
を
契
機
と
し
て
政
治
結
節
型
協
調
的
連
邦
主
義
が

新
た
な
制
度
に
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

一
九
四
九
年
連
邦
制
に
は
共
同
税
・
共
同
事
務
・
政
治
結
節
制
度
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
一
九
四
九
年
と
一
九
六
九
年
に
は
一
見
明

ら
か
な
制
度
的
断
絶
が
あ
る
。
し
か
し
こ
の
断
絶
の
理
解
に
は
留
保
が
必
要
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
一
九
六
九
年
の
連
邦
制
改
革
に
は

歴
史
を
隔
て
な
が
ら
も
一
九
四
九
年
と
通
底
す
る
制
度
理
念
が
見
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

で
は
、
通
底
す
る
制
度
理
念
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
一
つ
は
﹁
生
活
状
態
の
統
一
性
」
で
あ
り
、
い
ま
一
つ
は
連
邦
・
州
間
と
州

間
の
﹁
協
調
関
係
」
で
あ
る
。﹁
生
活
状
態
の
統
一
性
」
は
社
会
国
家
の
理
念
で
あ
り
、
社
会
国
家
を
本
格
的
に
建
設
す
る
た
め
の
連

邦
・
州
の
行
政
的
協
働
関
係
と
財
政
的
協
働
関
係
の
制
度
基
盤
創
出
が
一
九
六
九
年
改
革
で
あ
っ
た
。
一
九
四
九
年
連
邦
制
と
一
九
六

九
年
連
邦
制
の
間
に
は
、
制
度
形
態
上
の
断
絶
が
あ
り
な
が
ら
も
制
度
理
念
上
の
連
続
性
が
あ
る
。

最
後
に
総
括
す
れ
ば
、
ド
イ
ツ
連
邦
制
に
お
け
る
第
二
院
制
度
は
第
二
帝
制
の
プ
ロ
イ
セ
ン
覇
権
型
連
邦
参
議
院
、
ワ
イ
マ
ー
ル
共

和
制
の
連
邦
優
位
型
連
邦
参
議
院
、
そ
し
て
戦
後
の
協
働
型
連
邦
参
議
院
に
展
開
し
た
。
税
財
政
制
度
は
第
二
帝
制
の
邦
国
依
存
分
離

財
政
型
、
ワ
イ
マ
ー
ル
共
和
制
の
連
邦
優
位
結
合
財
政
型
、
一
九
四
八
年
の
分
離
財
政
型
、
一
九
六
九
年
の
連
邦
・
州
財
政
結
合
型
に

発
展
し
た
。
協
調
的
連
邦
主
義
は
、
第
二
帝
制
の
端
緒
的
形
態
に
始
ま
り
、
ワ
イ
マ
ー
ル
共
和
制
の
連
邦
優
位
型
、
一
九
四
九
年
の
機

能
分
離
型
、
一
九
六
九
年
の
政
治
結
節
型
に
発
展
し
た
。
一
九
四
九
年
基
本
法
は
、
第
二
帝
制
・
ワ
イ
マ
ー
ル
共
和
制
の
連
邦
制
と
の

間
で
、
ま
た
そ
の
後
の
一
九
六
九
年
連
邦
制
と
の
関
係
で
、
制
度
形
態
お
よ
び
制
度
理
念
に
お
い
て
連
続
性
と
断
絶
性
を
有
し
、
過
渡

性
を
帯
び
た
連
邦
制
を
生
み
出
し
た
の
で
あ
る
。
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